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データ連携基盤サブワーキンググループ（第１回） 

 

１．日 時   平成３０年１月２３日（火）１６：００～１８：００ 

 

２．場 所   中央合同庁舎８号館 ６階 ６２３会議室 

 

３．議 事 

 開 会 

 議 題 

  （１）データ連携基盤サブワーキンググループ運営規則について 

  （２）データ連携基盤サブワーキンググループの進め方について 

  （３）データ連携基盤整備の現状と課題について 

  （４）データ連携基盤に関する官民の取組みについて 

  （５）その他 

 閉 会 

 

４．資料 

資料１    データ連携基盤サブワーキンググループ運営規則（案） 

資料２    データ連携基盤サブワーキンググループの進め方（案） 

資料３    データ連携基盤整備の現状と課題（事務局） 

資料４－１  データ連携基盤の取組（ＩＴ総合戦略室） 

資料４－２  一般社団法人データ流通推進協議会のご紹介（データ流通推進協議会） 

資料４－３  欧州における官民データ連携プラットフォームの取組から参考にすべき施策 

（日本電気株式会社） 
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【新田参事官】 

 それでは、定刻となりましたので、第１回データ連携基盤サブワーキンググループを開催い

たします。事務局を担当させていただきます内閣府科学技術・イノベーション担当の新田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず開会に当たりまして、科学技術・イノベーション会議の久間議員から御挨拶

させていただきます。久間議員、よろしくお願いします。 

 

【久間議員】 

 皆さん、こんにちは。ＣＳＴＩの久間でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただき

まして、どうもありがとうございます。データ連携基盤サブワーキンググループを開催するに

当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 昨年１２月２５日のＣＳＴＩ本会議でSociety 5.0を本格実装するために、ＣＳＴＩが司令

塔機能を発揮して推進すべきデータ連携基盤について安倍総理に御説明させていただきました。

安倍総理が提言する生産性革命に不可欠なSociety 5.0を本格実装する上で、人工知能とビッ

グデータを共有・活用するデータ連携機能は両輪です。  

 人工知能につきましては、皆様御存じと思いますけれども、既に人工知能技術戦略会議を司

令塔機能としたオールジャパン体制を構築し、ＣＳＴＩが６省連携を取りまとめております。

しかし、データ連携基盤は各省、産業界が取り組むデータベースがばらばらで、分野間でのデ

ータ連携が困難な状況です。 

 そこで、ＣＳＴＩがＳＩＰやＰＲＩＳＭ等を中核に各省を束ね、自動運転、防災・減災、農

業、構造材料等の分野ごとのデータベースを構築するとともに、分野間のデータ連携を推進し

ています。 

 本ワーキンググループでは、これまでのＣＳＴＩ政策討議での論点整理を踏まえまして、具

体的なデータ連携基盤を速やかに構築するための議論を行い、戦略をつくり上げることを意識

していただき、闊達な議論をお願いしたいと思います。 

 本ワーキンググループは議論の場であって、サロンではないということを認識してください。 

 以上、簡単ではございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

【新田参事官】 
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 ありがとうございました。 

 それでは、本日は第１回の会合でございますので、構成員の皆様を御紹介させていただきま

す。 

 お手元の座席表を御覧いただきながらと思いますけれども、まず東京大学、江崎浩様。 

 

【江崎座長】 

 江崎でございます。よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 国立情報学研究所、安達淳様。 

 

【安達委員】 

 安達です。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 海洋研究開発機構、石川洋一様。 

 

【石川委員】 

 よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 続きまして、Ｇ空間情報センター、井上陽介様。 

 

【井上委員】 

 井上です。よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 防災科学技術研究所、臼田裕一郎様。 

 

【臼田委員】 
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 臼田です。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 物質・材料研究機構、出村雅彦様。 

 

【出村委員】 

 出村でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 農業・食品産業技術総合研究機構、寺島一男様。 

 

【寺島委員】 

 寺島です。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 日本電気、寺澤和幸様。 

 

【寺澤委員】 

 寺澤でございます。よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 ＮＴＴデータ、花谷昌弘様。 

 

【花谷委員】 

 花谷です。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 ダイナミックマップ基盤、三徳昭弘様。 

 

【三徳委員】 
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 三徳でございます。よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 日本総研、三輪泰史様。 

 

【三輪委員】 

 日本総研の三輪でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 また、本日御欠席でございますけれども、富士通研究所の松塚様、それから日立製作所の甲

斐様が構成員でございます。 

 また、今回のプレゼンの説明者として日本電気、望月康則様、それから日立コンサルティン

グ小池博様に御参加いただいております。望月様におかれましては、１時間ほど遅れてこられ

るということを伺っております。 

 また、本日事務局でございますけれども、ＣＳＴＩ、内閣府科学技術・イノベーション担当

とともにＩＴ総合戦略室、平本さんにも共同で事務局を担当していただいております。よろし

くお願いします。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 よろしくお願いします。 

 

【新田参事官】 

 続きまして、ワーキンググループの座長でございますけれども、重要課題専門調査会会長と

も相談させていただきまして、江崎構成員にお願いをしているところでございます。 

 では、江崎座長、以降の進行についてどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【江崎座長】 

 どうも皆さん、お疲れさまでございます。東京大学の江崎でございます。大変重要な会議の

座長を仰せつかりまして身が引き締まる思いでございます。久間議員の方からもございました

とおり、非常に重要な、日本のインフラをどうつくるかという議論をすることになると思いま
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すので、是非、先ほどのサロンではない、しっかりつくるというところの議論を皆様方の御見

識を頂きながらつくれればと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、まず事務局から配布資料の確認の方をお願いいた

します。 

 

【新田参事官】 

 配布資料でございますけれども、お手元、議事次第一枚物の下の方に配布資料一覧がござい

ます。資料１、２、３、それから４－１、４－２、４－３ということで計６点でございます。

お手元、計６点あるかどうか御確認いただきまして、不足ございましたら事務局までお申し出

ください。 

 

【江崎座長】 

 それでは、本日の議事でございますが、最初に「データ連携基盤サブワーキンググループの

運営規則について」ということで、運営規則を御承認いただく必要がございます。 

 次に、「ワーキンググループの今後の進め方について」の御議論をいただければと存じます。 

 それから、３つ目に「データ連携基盤整備の現状と課題について」の事務局からの説明に対

しまして議論させていただきます。 

 また、「官民の取組について」、関係各機関からのプレゼンテーションを準備していただい

ておりますので、御議論いただければと存じます。 

 それでは、最初の議題１に入らせていただければと思います。 

 議題１は、「データ連携基盤サブワーキンググループの運営規則について」の議題でござい

ます。 

 内容に関しまして、事務局の方から御説明をお願いします。 

 

【新田参事官】 

 それでは、お手元の資料１を御覧いただきたいと思います。データ連携基盤サブワーキング

グループの運営規則でございます。 

 第１条から裏面まで、第８条までわたりますけれども、ポイントを少しかいつまんで御紹介

いたしたいと思います。 

 まず第３条「構成員の欠席」というところを御覧いただきたいと思いますけれども、基本的
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には構成員が欠席される場合には代理の方をアサインすることができます。 

 それから、２といたしまして、また欠席される場合においては書面で意見を提出することも

できると。 

 それから議事の関係、第４条でございますけれども、議決の定足数は過半数ということで、

またこのサブワーキンググループにおきましては関係機関、外部の関係機関に必要な調査や検

討をお願いすること。また、必要があれば参考人に意見を聞くこともできるということとした

いと思います。 

 それから、第６条「公開」でございますけれども、このサブワーキンググループについては、

原則として公開でいかがかと考えてございます。 

 それから、裏面を御覧いただきたいと思いますけれども、議事内容につきましても、議事録

を公表するということでいかがかと考えております。もちろん、議事の公開、それから議事録

の公開につきましては座長が判断することで一部非公表とすることなどが可能とするというこ

とでいかがかと考えております。 

 以上です。 

 

【江崎座長】 

 御説明ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御説明の内容に関しまして、御意見、御質問等ございますでしょう

か。 

 では、御異議ないようでございますので、資料１のとおり、運営規則を承認させていただけ

ればと存じます。ありがとうございます。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議題２でございますが、議題２は「データ連携基盤サブワーキンググループの進め方につい

て」でございます。こちらも事務局の方から御説明をお願いします。 

 

【新田参事官】 

 それでは、資料２を１枚おめくりいただければと思いますけれども、こちら線表がお示しし

てございますけれども、平成２９年度の重要課題専門調査会の線表でございます。重要課題専

門調査会といいますのは、ＣＳＴＩのもとに設置されましたSociety 5.0の実現に関して、外

部の有識者の方々からの専門的な知見を頂いて調査・検討を行うというふうなことで設置され
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ているものでございます。 

 これまでの経緯といたしまして、昨年１１月になりますけれども、この一番左側（がわ）、

ＣＳＴＩ政策討議という関係各省の幹部職員、経済界とSociety 5.0の重要課題について論点

整理を行いまして、こういった課題について更に検討してほしいということで、この重要課題

専門調査会の下に個別のワーキングを設置しているところでございまして、こちらの方に具体

的な検討が依頼されているという状況でございます。 

 それから１２月２５日、これは先ほど久間議員の方から言及ございましたＣＳＴＩ本会議と

いうのが開催されまして、この資料の一番後ろ、５ページというのを御覧いただければと思い

ますけれども、こちら久間議員から安倍総理に御説明された内容、説明資料でございますけれ

ども、先ほどございましたとおり、人工知能と、それからデータ連携基盤、これをＣＳＴＩと

して両輪で司令塔機能を発揮しながら推進していくというふうなことでございます。 

 特にデータ連携基盤につきましてはＩＴ戦略本部とも連携しながら、これを進めていくとい

うふうなことで、要素といたしましては、分野毎のデータ基盤」というのをＳＩＰなどもベー

スにしながら整備するとともに、さらに分野間のデータを連携できるような基盤、これを整備

していくというふうなことを目指すというふうなことで、そういう意味ではＣＳＴＩ本会議で

提示されました問題意識がこのデータ連携基盤サブワーキングの出発点になっているとお考え

いただければと思います。 

 それで、１ページ目にお戻りいただきまして、今後の進め方でございますけれども、本日、

このサブワーキングで議論しておりますけれども、重要課題専門調査会といたしましては２月、

それから、４月を予定しており、それぞれ開催いたしまして、Society 5.0の重要課題につい

て取りまとめを行うと。その中で、特にデータ連携基盤の整備というのが重要な課題となって

いるということでございまして、このサブワーキングを設置して集中的に議論するという予定

となっております。 

 ２ページ目が体制図でございますけれども、重要課題専門調査会のもとに、このSociety 

5.0重要課題ワーキンググループと、それからバイオ戦略ワーキングという２つのワーキング

が設置されているわけでございますけれども、そのうち、本データ連携サブワーキンググルー

プというのが、このSociety 5.0重要課題ワーキングに与えられた５つの課題のうちの一番下、

データ連携基盤を検討するというふうなミッションになっているわけでございます。 

 続きまして、３ページ目を御覧いただければと思いますが、今後の検討スケジュールといた

しまして、このサブワーキンググループの上に設置されております重要課題ワーキング、それ
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から重要課題専門調査会、ここにございますとおり、順次これから１月、重要課題ワーキング

については明後日の１月２５日、それからその後順次、２月、３月、４月というふうに開催を

しまして、このアウトプットにつきましては統合戦略２０１８の方に反映していくという予定

としております。 

 本日、ここにお示ししたような議題とともに次回、次々回におきまして、具体的にデータ連

携基盤に具備すべき機能でありますとか、それから技術的な検討を中心に今後議論していくと

いうふうなこととなります。 

 事務局からは以上です。 

 

【江崎座長】 

 どうもありがとうございました。 

 このサブワーキンググループの議論は、政策検討の議論を踏まえてSociety 5.0の実現、特

に重要なデータ連携基盤を具体的な政策として進めるための議論を深め、親会であるSociety 

5.0重要課題ワーキンググループに反映する場とする位置づけになっております。 

 先ほどの御説明につきまして、何かお気づきのことございましたら、委員の方から御発言を

お願いいたします。何かございますでしょうか。 

 ないようでしたら、多分もう少し具体的なお話が次に出てくるかと思いますので、それでは

進め方に関しましては一応御承認いただいたということで、次の議題に移れればと思います。 

 より具体的に、議題３でございますが、「データ連携基盤整備の現状と課題について」の認

識を事務局の方から御説明をお願いいたします。 

 

【新田参事官】 

 それでは、お手元の資料３「データ連携基盤の現状と課題」という資料を御覧いただければ

と思います。 

 既に御案内の中身もあるかと思いますけれども、いま一度、当サブワーキンググループの問

題の設定について意識の共有をさせていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして「概要」ということでございまして、「目指すべき姿」という

ところございますけれども、日本国内に分散しておりますさまざまな分野のデータですが、こ

れを１つのデータベースのようにシームレスにつなげながら、各現場の独自性も生かしながら、

新しいサービスやビジネスをつくっていくと。こういった複数の分野のデータを使ってビジネ
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スをつくっていくというふうな、そういう環境を整備するというふうなことを目的としており

ますけれども、もちろん、そのためには必要なルールでございますとか、あるいは基盤という

のが必要となってくるというようなものでございます。 

 ２ページ目に現在の「データ連携の主な課題」についてお示ししておりますが、もちろん、

これまでデータベースなどは各機関ですとか、各行政機関、あるいは医療機関、民間事業者な

んかでも、もちろん既にたくさんつくられているわけで、そもそも異なるベンダーがいろいろ

つくっているということで、そこではハードやソフトが違ってくるわけですが、それぞれで採

用されているデータフォーマットでつくられていたりするものですから、そもそもそういうシ

ステム間でのデータ連携というのが容易でない、なかなか難しいということがあります。 

 また、真ん中の段、「データの語彙の標準化」というところでございますが、これは１つ例

示として示しておりますけれども、例えば「緊急避難場所」という同じ意味の語彙でも、例え

ば自治体によっては「一時集合場所」と言ってみたり、「一時避難場所」と言ってみたり、人

間が読めば、何となく大体同じようなことを言っているのかなとイメージはできるんですが、

コンピューターはそうはいかないと。きちんと定義としては合ってないといけないということ

でございまして、これはこのまま放っておくとデータのマッシュアップというのはできないと

いうことでございますので、何らかの工夫をするであるとか、あるいはそもそも語彙をできる

だけ統一していくということがデータ連携としては必須になってきます。 

 「これまでのデータ共通基盤の成果」ということで、ＳＩＰにおきましては、これまで、そ

れぞれの分野においてデータ共通の基盤をつくっていこうという取組をしております。自動走

行用のダイナミックマップでありますとか、あるいはインフラ・防災用のデータ基盤というと

ころでございまして、新しいシステムを構築するというところでは、比較的標準化というのは

簡単なんですけれども、例えば既存のシステム、インフラや防災については、既にいろいろな

システムがあるんですけれども、こういったところは先ほど申しましたように、語彙が違って

いるとか、あるいはフォーマットが違っているというふうなことで、これを何とか組み合わせ

るというふうなことを考えると、ある程度人力をかけて統合作業や変換をやっていかなきゃい

けないということがハードルとしては結構あるというふうなところでございます。 

 ３ページ目をおめくりいただきまして、これはいわゆるSociety 5.0の標準化モデル、参照

モデルのようなもので、上位から「戦略・政策」から下位は「アセット」、ハードウェア、セ

ンサーの関係というところまで、ある程度階層化へ整理ができるかというふうに考えておりま

して、これらの階層ごとに相互運用性を確保できるような仕組みが必要だろうというふうなこ
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とと、それを具体的に進めていく上で、国がやるのか、それから民間が協調領域でやるのか、

競争領域でやるのかというふうなところは、それぞれレイヤーごとに異なるだろうなと。 

 例えば、上の方にある「戦略」だとか「ルール」というのは、ある程度国がしっかりやって

いくということでしょうけれども、例えば、センサー、アクチュエーターとか、そういう下の

レイヤーであれば、民間の競争領域であろうとか。 

 しかしながら、一方で、例えばデータの語彙を標準化していくというところは、ある程度政

府全体の取組として標準化を進めていこうとか、そういうふうにしてやらなければならないよ

うな分野もあるだろうと。そういったところを「国」というふうな表示をしていますけれども、

そういったところについては、今もＣＳＴＩの方で並行して議論しております別のグループ、

語彙の標準化というのをしっかりやっていこうと、そういったディスカッションをしていると

ころでございます。 

 ５ページ目をおめくりいただきまして、これは共通語彙基盤ということで、これは後ほどの

ＩＴ総合戦略本部平本さんからの説明資料にもありますので、私の方からは説明は簡単にした

いと思いますけれども、さまざまな分野、移動分野、防災分野、財務分野、地理空間関係、い

ろいろな分野に当然語彙があるわけなんですけれども、どの分野にも使われそうなコアとなる

語彙、それから基本的には例えば財務の関係の分野の語彙なんだけれども、よその分野でも使

われそうな語彙みたいな、そういうコアとなる語彙から、それからドメインの中でも共通な語

彙、それから基本的にはその分野だけで任せておけばいいような語彙、さまざまな種類の語彙

があるかと思いますけれども、できるだけコアとなる語彙であるとか、ドメインの共通の語彙

というふうなところはある程度そろえていくというふうな取組がデータ連携を促進するという

ふうな観点では非常に重要ではないかというふうなことでございまして、これはＩＴ戦略室で

ありますとか、ＩＰＡというところで、特に電子行政の分野を中心に集中的に取り組まれてい

るところでございます。 

 次に、７ページ目を御覧いただければと思いますけれども、一方で、今後いわゆるＩｏＴデ

ータのデータ連携というのもしっかり取り組んでいかなければならないというふうなところで

ございますけれども、例えばここでお示ししているのは、例えば車からの走行データとか、あ

るいはスマートホームのデータみたいなものです。それぞれ属性ということで、例えば速度と

か加速度とか座標とか、いろいろなデータが出てきて、でも速度の精度はどれぐらいかなとか、

いつごろ測定されたものかなというふうな、更に枝分かれするというような、このツリー状の

フォーマットというのは、基本的には、いわゆる機械判読に非常に向いているデータフォーマ
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ットなわけですけれども、例えば属性の名称一つとっても語彙というのはきちんとそろってい

かなきゃいけないだろうというふうなことと、このフォーマットもある程度そろっているとい

うふうなことがデータ連携にとっては重要な要素となってくるというようなものでございます。 

 また、８ページ目を御覧いただきたいと思いますけれども、「データモデルの標準化」とい

うことで、こういったデータモデル、あるいは語彙の関係ですけれども、ヨーロッパにおきま

しては、例えばＥＴＳＩの方でこういった標準化というのも民間ベースの取組ではありますけ

れども、しっかり取り組まれているという状況でございますが、今、日本におきましては、こ

の辺の問題意識というのがこれまでまだ少し薄くて、ＩｏＴ推進コンソーシアムなどにおいて

も議論されていますけれども、この辺の取組を今後どうしていくのかというふうなことが少し

課題かなというふうに認識されているところでございます。 

 それから、９ページ目でございますけれども、データ連携基盤の全体イメージということで、

これまで御紹介しましたとおり、下の段の例えば農業とか自動走行とかインフラとか防災とい

う、これは今現行ＳＩＰで取り組まれております分野について、やっぱりデータの基盤が必要

で、この分野におけるデータ連携というのをしっかりやっていこうというふうな取組がこれま

で進んでいるところでございますけれども、今後、それらの分野もまたいで、更にビッグデー

タを創出しながら、新たなビジネスやサービスを生み出していくというふうなことからすると、

さらに赤い箱にございますような分野間のデータ連携基盤というふうなところの検討が必要で

はないだろうかというところでございます。 

 ここの機能といたしましては矢印のところに書いていますが、例えば、それぞれ分散する、

下の緑の領域で分散するデータベースの例えばメタデータ、これはデータの書誌情報のような

ものです。誰がつくって、いつごろつくって、どういった場所で生成されてなど、あるいは条

件として、無料なのか有料なのかとかというふうな情報などを整備して、そのメタデータを一

つの根っこに誰でも簡単にアクセスできるような、そういった仕掛けをつくってはどうかとい

うことでございまして、あわせて標準ＡＰＩを整備することで、いちいちデータベースに行っ

てダウンロードするのではなくて、このデータ基盤でＡＰＩをベースにして、例えばプログラ

ムだとかアプリケーションですぐさま参照して新しいアプリケーションをつくれるようにと、

そういうふうな仕掛けをつくるということで、よりデータの利活用としては進むのではないか

と、こういった問題意識でございます。 

 続きまして、１０ページでございますけれども、分野間データ連携基盤のシステムの機能に

ついて少しブレークダウンをさせていただいております。このあたりから、後ほどＮＥＣ望月
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様から御説明もありますヨーロッパでも議論されておりますＦＩＷＡＲＥです。ＥＵのＦＰ７

生まれのモデル、技術というふうなところありますけれども、その辺の議論とも少し関連して

くるところかなというふうに思います。 

 ここにございますとおり、機能としては、例えばあいまいなキーワードでもさっと素早く検

索できるような機能だとか、あるいはデータ提供者や利用者なんかのプライバシーにも配慮す

るような機能ですとか、あるいはデータ利用者同士が自由に研究開発ができるような環境を整

えるだとか、協調領域としては、例えばこういうふうな機能を準備しながら、具体的にはカタ

ログ管理、これは先ほど申しましたようなメタデータ、データカタログのようなものでありま

すとか共通語彙の関係、それからシミュレーション、それから評価です。データそのもののイ

ンターオペラビリティがどれだけ高いのかとか、あるいはデータを提供している事業者の、例

えばセキュリティが確保されているかとか、そういった評価などについての機能も協調領域と

してはあり得ると。あるいはデータが書き換えられていないかなというような原本性保証のよ

うな機能もあり得るかと。 

 そのほか「連携」というところでございまして、例えば集めたデータについてプライバシー

を確保するための匿名化技術があるかだとか、あるいはデータ接続、データ変換のような、全

てデータフォーマットの語彙がそろっていればもちろん言うことはないんですけれども、ある

程度それが異なる中でも、そこをうまく変換して、可能な限り連携を円滑にするような、そう

いった機能があってもいいのではないかというところでございます。 

 これについては、我々の、いわゆる関係省庁とも議論していて、どの辺まで協調領域として

整備するのか、あるいはあまり協調領域として整備し過ぎると、これを競争領域としてビジネ

スにしたい情報銀行関係の事業者ですとか、そういったところの民業圧迫にもなるのではない

かというような議論もありますので、この辺について、こういったサブワーキングの場でも広

くディスカッションしてもよいかなというふうに考えるところでございます。 

 最後に、１２ページ目にデータ連携基盤サブワーキンググループの主な論点ということで、

これは先ほどの機能の紹介と若干重複しますので詳細は割愛いたしますけれども、さらに一番

下の段の、例えば「基盤運用」ということで、特に大事なのは一番下の段にありますけれども、

基盤運営主体の持続的発展、それからエコシステムということで、これは当然システムとして

開発して、それで終わりというのでは全く意味がなくて、最終的にそれをいかに、例えば民間

事業者への移転が可能で、しかも移転されたところとしてもビジネスに活用しながら維持し発

展できるかというふうなところまで見越した機能というのを整備していくべきであろうという
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ふうに考えているところでございます。 

 最後に、１３ページ目を御覧いただければと思いますが、データ連携基盤の整備のサイクル

ということで、このデータ連携基盤サブワーキンググループを中心にいたしまして、先ほど申

しましたように、主なデータ連携基盤のフレームワークを作成しながら、各省とも連携しなが

ら語彙の標準、あるいはデータカタログの整備などを進めていって、さらに評価ということで、

それからインターオペラビリティ、うまくいっているかどうかというふうなことをきちんと評

価した上でフィードバックしていくというようなＰＤＣＡを回すような仕組みをこういった場

において設けられたらいいのではないかというふうに考えているところでございます。 

 事務局からは、以上です。 

 

【江崎座長】 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明がありました分野ごとのデータ基盤を整備し、さらに分野横断の

データ連携基盤の整備を進めていこうという趣旨の御説明でございます。 

 ただいま御説明いただいた内容につきまして、委員の皆様方、多分御自分が一番深く関係さ

れている分野からの御意見、あるいはそれを超えた視点での、どういうところを気にしなきゃ

いけないとかというところを御意見いただければというふうに存じますけれども、御自由に御

発言いただければと思いますが。 

 では、考えていらっしゃるうちに１個だけいいですか。 

 ９ページの一番上のところは、２０２０年までに基盤を整備するということと、もう一つ２

０１９年にＧ２０で世界に発信するということになっていますが、そうすると、これはグロー

バル戦略みたいなところもここではちゃんと考えていくというふうな理解でよろしいですか。 

 

【新田参事官】 

 そうですね。このSociety 5.0の基盤を構築する上では、グローバル戦略は非常に重要と考

えてございまして、データ連携については、そういう意味では、もちろん米国においても、例

えば語彙基盤の標準化というのの、ＮＩＥＭと言われていますけれども、取り組んでおられま

すし、またヨーロッパにおきましてもＳＥＭＩＣというところで語彙の標準化に取り組んでお

られますと。 

 また、先ほどもちょっと紹介いたしましたけれども、これからＮＥＣさんの方からも御紹介
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いただきますＦＩＷＡＲＥというふうなところでデータ連携基盤の、そういう意味では機能、

どういったところを構築するべきなのかというふうなところを議論されております。 

 我々内閣府といたしましては、そういうヨーロッパ、それからアメリカのデータ、あるいは

市場との連携というのをいかに円滑に進めていくのかというのを戦略的に考えたいというふう

に思っておりまして、そういう意味で欧米との連携、それから２０１９年のＧ２０での日本発

の、日本からこういったSociety 5.0の概念、情報を発信していくというふうなところまで見

据えていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

【江崎座長】 

 ちょっと反論すると、そうすると、発信というのも大体Ｇ２０って大体Ｇ７があって下地を

つくって共同で発信するということをやらないとうまくいかないじゃないですか。日本だけ言

ってもＧ２０としてはコンセンサスにならないので、そういうところも含めてしっかりと考え

るということでよろしいですか。Ｇ２０だと当然ロシアと中国も入ってくるので、そのあたり

もちゃんと意識するということですか。 

 

【新田参事官】 

 そうですね。今来年の２０１９年、カナダでＧ７が開催される予定でございまして、現在外

務省を中心にシェルパ会合というのを開催して、そのアウトプットの内容を詰めているところ

でございまして、その中で人工知能の関係でありますとか、あるいはSociety 5.0というふう

なところについてどういうふうな議論で進めていくのかというふうなところも議題となってお

りますので、関係省庁とも連携しながら、こういったSociety 5.0の概念でありますとかをし

っかりインプットしていくというふうなことに取り組んでいければというふうに考えていると

ころでございます。 

 

【江崎座長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに委員の方々から御意見、御質問等をお願いします。 

 

【三輪委員】 

 日本総研の三輪でございます。 
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 ＳＩＰ農業のサブＰＤ、農水省の食料・農業・農村政策審議会の委員をやらせていただいて

おりますので、農業の観点から少しお話を申し上げたいというふうに思っております。 

 今ＳＩＰ農業の中では農業データ連携基盤のプロトタイプが昨年末までに立ち上がりまして、

実際研究の一課題として今日御参加の農研機構の寺島理事を中心に進めていただいているとい

うところでございます。 

 その中で、さまざまなデータがつながっていくということが新しい農業をつくっていくとい

うふうな実感を徐々に持っているところでございまして、その一方で、さらに農業という１つ

の分野にとらわれず、今回のサブワーキングのように、それがさまざまな分野であったり、さ

まざまなデータとつなげることによって正に社会全体であったり、農業で言えば地域全体とい

ったことに対して新しい未来像を示すことができるのではないかという期待感を持っておると

いうところでございます。 

 一方、実際に農業という一分野に閉じた中で農業データ連携基盤をつくる中でも、大きく２

つの課題があると実感しております。 

 １つ目が正に今日のペーパーの中でもまとめていただいているように、システム上の課題を

いかにクリアしていくかということ。もう一つが、よりシステム以上に合理的というか、ロジ

カルな判断が難しいのがルールをどう決めていくかというところかなと思っております。 

 特に今農業に限らず、各分野の中でデータベースであったり、データ連携の基盤ができつつ

ある中、今は各分野の中に閉じるような形でのデータ活用のルールであったり、データ収集の

ルールであったり、もう少し踏み込んで申し上げますと、例えば個人情報です。匿名加工であ

ったりとか、若しくは統計情報としての公開といったことが定められていると。具体的に申し

上げると、例えば農業データ連携基盤は農業の発展を１つ主眼においてルールがつくられてい

るというところがありますので、こういうところにつきましては、個別の細かい分野横断の、

正に今回、データ連携基盤のルールをつくるというのは時間がかかるかと思いますが、是非基

本ポリシー、例えばこういうようなものについては積極的に分野横断でデータをマッシュアッ

プしていくとか、そこを活用していく、若しくは、例えば匿名性については資料に書いていた

だいておりますが、どういう形で担保するかといった、まずポリシーの部分だけを先行してで

もメッセージを出していただけると、今それぞれ官民さまざまな取組の中でできているさまざ

まなデータベース等が比較的齟齬なくまとめていけるのではないかなというふうに思っている

次第でございます。 

 長くなりましたけれども、もう一点ございまして、農業分野におきましては、農業データ連



－１７－ 

携基盤の１つ加速するためのポイントになっているのは、国や公的な機関が持っているデータ

を積極的にデータ連携基盤に乗せていく点です。例えば、寺島理事が担当いただいております

農研機構の研究成果を積極的に乗せていくことや、農水省の「ｅ－Ｓｔａｔ」含めてさまざま

なデータを乗せていくことによって、それが１つ利用者獲得の呼び水になる、若しくは農業で

言えば、農業者の便益を拡大する時のファーストステップになるというのがありますので、そ

ういうような形でほかの分野も含めまして進めていければと思います。 

 例えば、一案といたしまして、公的な資金での研究開発については、そのデータをできるだ

けこういう基盤に乗せていくというようなことを促すような活用ルール等があれば、まずオー

プンデータ、公的なデータとしてのデータ連携基盤の有用性というのがより確固たるものにな

っていくのではないのかなと個人的には考えているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

【江崎座長】 

 そうすると、御提案の２点目の方は、発注なり事業を進める時の前提の時にきちんと情報の

公開を条件に入れなさいというルールをつくったらどうですかということですね。 

 

【三輪委員】 

 座長の御指摘のとおりでございまして、特に私自身が今活動している中で感じておりますの

が、研究の成果を報告書や論文という形が成果物としては上がってくるわけですけれども、実

際ほかの研究者であったり、実際に事業者が見たいのはＲＡＷデータの部分が見たいという声

もありますので。もちろん、論文がオープンになる時期であったり、さまざまな知財の申請と

いう観点はございます。それを十分に確保した上で、できるだけ一次データに近いところも基

盤に乗ってくると、より研究費に対する費用対効果が高まるのかなというふうに感じておりま

す。 

 

【江崎座長】 

 あと１点目の方は、特に気になっているのは９ページ目の図は、かなり階層構造につくられ

ていますけれども、真ん中のところが分野ごとのデータベースというふうに、ここがある意味

サイロ化されていて、下のところは実はサイロ化されていないというところで、御提案あった

のは、このサイロをちゃんとつくるのも重要なんだけれども、ここの中を介さずともすぐにＲ
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ＡＷデータを入手する経路を担保しておきなさいという理解でよろしいですか。 

 

【三輪委員】 

 御指摘のとおりでございます。 

 

【江崎座長】 

 そうすると、多分この図の書き方も少し工夫しないといけないですよね。御提案の内容はね。 

 

【三輪委員】 

 そうですね。この形だと、下にある有用な情報がそれぞれのデータベースができないと活用

できないというのはありますし、またそれぞれのデータベースごとに運用のルールが異なって

くるということでタッチしたい、すぐ横にあるだのけれどもタッチできないデータというのが

出てくるので、より直接つなぐべきもの、例えばリモートセンシングのデータとかは分野に関

わらず直接標準化したりするというのも一案なのかなというふうに考えております。 

 

【江崎座長】 

 どうもありがとうございます。 

 

【新田参事官】 

 御指摘の点、とても重要な御意見、ありがとうございました。 

 確かに、このＣＳＴＩにおきましては、そういう意味ではデータ連携基盤サブワーキンググ

ループは、どちらかというと共通基盤の技術的な検討をミッションのメーンに置いてございま

すけれども、一方で例えばルールに関する整備でありますとか、あるいはデータを出してくれ

なきゃ確かにどうしようもないというふうなところ、民間の事業者も特にビジネスに直結する

ようなデータであればあるほどなかなか出しにくいとか、研究者であっても重要な研究のデー

タであれば出しにくいとかというようなところはありますので、いかにそういう意味ではデー

タを集約するというふうな呼び水をしっかりつくるのかというふうなところは重要な課題だと

思いますが、内閣府におきましては、そういう意味では関係省庁ともしっかり連携しながら、

そういったポリシーでありますとか、あるいはデータの接続というふうなところ、取り組んで

いるところでございますので、できるだけ関係各省の協力も得ながら、例えば、確かに公的な
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データについてはできるだけこういった共通の基盤に乗せていくようにというふうなところを

推進していけるように、またそういうようなモチベーションを持てるような、それの制度を設

計できればなというふうに考えているところでございます。 

 

【江崎座長】 

 よろしいですか。 

 

【三輪委員】 

 はい、ありがとうございます。 

 

【江崎座長】 

 久間議員もおっしゃった、それを実際にどう実現するかというところの、これやらなきゃい

けないですよねというのを具体的なタマに持っていかなきゃいけないというところで調達だっ

たり、契約する時にというのがキーワードとして出てきていると思うんですね。 

 

【新田参事官】 

 はい。 

 

【江崎座長】 

 ほかに委員の皆さんからございますでしょうか。 

 どうぞ。 

 

【出村委員】 

 物質・材料研究機構、出村でございます。 

 私どもは材料のところで今データを何とか使える形にしようと苦労しているわけですけれど

も、具体的にシステムの中にこういうデータを扱っていくものをつくるのに、かなりの手間と

コストがかかります。それは、もしかしたら分野によっては違うのかもしれません。少なくと

も材料の中では、さまざまな構造のデータや種類があって、それをどういう項目を今の段階と

して集めておくのがいいのかというようなフォーマットづくりから、あるいはそれが将来にわ

たって有機的につながっていくためには、どういう語彙管理をしていかなければいけないのか
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ということも含めて、相当のコストがかかりながらやらせていただいているということですけ

れども。 

 それで、ここのワーキンググループでのゴール感といいますか、そこをもう一度確認したい

というか、共有したいと思っているのは、例えば今事務局から御説明された１３ページで「実

行（Ｄ）」と書いてあるところですけれども、我々のドメインの中での経験から言うと、「省

庁連携タスクフォース」と書かれているところに①から④まで書いてあることが相当手数もか

かるし、コストもかかるし、あるいはそれをステークホルダーに対して聞き取り調査まで含め

てということになると、ステークホルダー側（がわ）の時間もとるということになります。 

 それで、何か具体的な予算化を含めたプロジェクトとして立てていくようなことまで視野に

入っている、その上での技術論も含めた議論になるのか。そこら辺のゴール感を共有させてい

ただけると、少し議論の濃度とか目的がはっきりしてありがたいなと思うのですが、そこら辺

はいかがなんでしょうか。 

 

【江崎座長】 

 では、事務局の方から。 

 

【新田参事官】 

 御指摘ありがとうございます。 

 基本的には、本ワーキンググループでの検討状況については、何らかのそういう予算に基づ

くプロジェクト化というのを念頭に置きながら議論を進めていければというふうに考えており

ます。 

 御指摘のとおり、それぞれの分野については、確かにそれぞれデータを管理する人たちが、

いわゆる集めたりする主体がいたりして、それぞれにある程度責任を持って、例えばフォーマ

ットをどうするのかとか、あるいはそれをどういうふうにメタデータとして上げてもらおうか

とかというのを比較的分野ごとに組織的に取り組んでいかなければならないというふうに考え

ているところでございますし、手間もかかるし、時間もかかる。手間がかかるということはお

金もかかるというふうなことかと理解しております。 

 そういう意味では、ある程度重点となる分野を特定した上で、それに、今省庁連携タスクフ

ォースという省庁とディスカッションしているところにおきましては、この分野は例えばここ

の省にある程度責任を、管理する責任を持っていただいて、データを管理する主体の方を特定
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した上でこういう取組をやってほしいと。あるいはこういうメタデータの例えば集積だとか、

ＡＰＩの議論だとか、こういったところをしっかり分野ごとに責任を発揮した上で取り組んで

ほしいというふうなところの議論をしているところでございます。 

 手間もお金もかかる取組というふうなことではありますけれども、冒頭、久間議員も申し上

げられておったとおり、そういう意味では司令塔機能というふうな、しっかり関係省との連携

もとりながら取り組んでいくべき、非常に大変な課題ではあるけれどもしっかりやっていくべ

き課題だろうというふうに認識しているところでございます。 

 

【出村委員】 

 １つ確認なんですが、具体的なアクションにつながるところとしては、分野ごとで具体的に

こういうデータ連携に向けたことを具体的な施策としてつくっていくんだと。そこで横断的に

連携するところは、さらに分野ごとで練られてからその後だというようなタイムラインでイメ

ージしておけばよろしいでしょうか。 

 

【新田参事官】 

 そうですね。技術的には少しこういった場でも議論していただければと思いますけれども、

例えば、それぞれの分野のデータを管理する方々においては、今後こういうデータ連携基盤で

速やかにデータが外からデータアクセスできるようにするためには、ここのデータカタログと

いうのを公開してデータ共通、データ基盤の方に提供してもらえないかということとか、そう

いう約束事です。ＡＰＩというのは、この辺を決めておきませんかという、そういうデータ連

携を分野間で横断的に取り組むために必要な技術的な事項を分野間での取組、それから分野間

ではこういうことを準備しておいてほしい、それから分野間データ連携基盤としては、それを

踏まえてこういう機能を整備したらどうかという、ちょっと抽象的で大変申し訳ないんですけ

れども、一応その両面、意識を持っているというふうに御理解いただければと思います。 

 

【出村委員】 

 ありがとうございます。 

 

【江崎座長】 

 座長と違う立場から言うと、ＰＤＣＡにしてあるということは、初めからウオーターフォー
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ル型でデザインするのではないと。それで、うまく回るところを発見しながら、それに従って

大きくしていくという考え方でＰＤＣＡのモデルになっていると思うんです。 

 それで、先ほどの農業の話でも、全体ができ上がってからというのではなくて、できるとこ

ろはＰＤＣＡのサイクルの、まずの一番最初のサイクルの中に入れていくと、巨大なウオータ

ーフォール型の予算じゃなくてもスタートはできると。 

 ＳＩＰは、各省庁に比べると、予算の規模は大きいわけではないので、そうすると、各サブ

システムでちゃんと整備をするというのと並行して、どうやってこういうＰＤＣＡのポジティ

ブなサイクルをつくっていくかというところを考えなさいということだと思いますけれども。 

 

【新田参事官】 

 座長、御理解のとおりだと思います。 

 

【江崎座長】 

 ほかにございますでしょうか。 

 

【寺島委員】 

 農研機構の寺島でございますけれども。 

 先ほど三輪委員の方から御紹介がありましたように、農業分野のデータ連携基盤に取り組ん

でおるところで、御提案のございました共通語彙でございますとか、あるいは標準データのフ

ォーマットでございますとか、そういったことも取り組んでおりますし、今後全体の連携基盤

を築き上げていく上で、おっしゃったようなことは粛々と進めていかなきゃいけないことだと

思います。 

 ただ、その一方で、こうやって連携することのメリットというのを外部に対して強く打ち出

していかないと、なかなか実際上非常に手間のかかる仕事でございますから、ついてきていた

だけない部分が出てくるんではないかというふうに思います。 

 こういうふうな非常に広い範囲の分野間での連携をいきなり非常に効果的な結果に結びつけ

るというのは難しいと思われますので、この中で連携することによって、特に効果が見えやす

いような部分というのはあると思うんですけれども、そういったところを選んで１つの象徴的

な連携の効果の創出グループとして選定をして、そこを見せていくというような手法も中に取

り組んでいったらどうかなというふうに感じた次第でございます。 



－２３－ 

 

【新田参事官】 

 事務局でございますが、御指摘いただいた点は、とても重要な点でございまして、確かにこ

ういったデータ連携基盤により創出されるメリットがどういったところにあるのかというのを、

何か具体的な事例はある程度念頭に置きながら試してみて、そしてそのよさを理解してもらい

ながら、更に参加者を糾合していくというふうな、そういった取組が重要なのかなというふう

に考えておりますので、これについても、そういう意味で、ある意味、今の現行のＳＩＰの関

係の皆様などとの議論をしっかり進めていきたいと考えているところでございます。 

 

【江崎座長】 

 ある意味非常に有効な実弾を皆さんの方から出していただければ、それをちゃんと議論の中

に入れていくということですかね。 

 ほかにございますでしょうか。 

 皆さん専門家でいらっしゃいますので、自分のところでお困りになっているようなお話でも

いいかもしれない。出村さんのお話も、実はすごい大変だというところで、では具体的にどう

するかという、多分お悩みになっているところが出てくると、それに対してどうやるかという

議論ができるかと思います。そういう観点でも多分御意見いただければと思います。 

 

【石川委員】 

 海洋研究開発機構の石川です。 

 我々のところの海洋のＳＩＰの方では、海底資源のデータセットとかをたくさんとっている

んですけれども、現在は原則としてほとんど非公開になっています。というのは、海洋資源に

関しては、かなり国益に関する部分が多くて、センシティブなデータになってきますので、い

たずらに公開するわけにはいかないというのが大原則になっているので、基本的には限られた

中での公開になってきます。そういう意味では、誰が見ていいのか、それから誰に対して公開

できる、それを誰が判断するのかというところまで、多分ルールのレイヤーからデータセット

そのものの属性の部分まで判断が求められているところで、このようなものというのも、いか

にしてマッシュアップしていくのか、若しくはマッシュアップあえてしないのかというところ

も含めた議論というのがこれからしていただければと思っています。 
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【新田参事官】 

 御指摘ありがとうございました。 

 このデータ連携基盤については、そういう意味では、そういうデータへのアクセス権という

のも非常に重要ではないのか。確かに、そういう資源のような重要な情報、あるいは安全保障

に係る情報みたいなものを誰でも見られるというふうな状態では普通ないだろうと思います。 

 そういう意味では、１０ページの情報では、「評価」というところで、少し間接的なんです

けれども、例えばデータを提供する事業者、あるいはアクセスをする事業者、どういう人がア

クセスしていいのか、あるいはどういう人にはアクセスを認めないのか。これはビジネスにも

かなり直結する。このデータ基盤をベースにして、情報取引の市場みたいなものが構築される

可能性もありますので、ビジネスにも直結しますし、あるいは先ほど御紹介いただきました、

ある程度アクセスをコントロールできるような機能とあわせて構築するのが有効ではないかと

いうふうな議論もあるところでございます。 

 どういった機能がこういった協調領域、共通基盤として適当なのか、あるいは民間、官と民

の役割の分担も含めて、そういったとても大事なところは引き続き官が持っておくべきなんじ

ゃないのかというような議論もあるかと思いますけれども、そういったところも含めて、是非

ともこのサブワーキングで議論を深めていただければというふうに考えております。 

 

【江崎座長】 

 誰がアクセスできるのかというのと、それをどうやって評価するのかというチェックリスト

みたいなものと、プロシージャをどうするかという点ですよね。そういう手順をちゃんとつく

らなきゃいけないというのがまず一番最初に大きくポリシーとして出した方がいいでしょうと。 

 似た話で言うと、サイバーセキュリティ、サプライチェーンのサイバーセキュリティがちゃ

んととれないと、そもそも発注がとれないみたいな話は、米国政府もやっているわけですから、

そういう、どういう分野であればどういう手順が必要だというのが共通の部分と多分分野スペ

シフィックな部分があるということになります。 

 どうぞ。 

 

【石川委員】 

 もう一点、今度は別の話なんですけれども、我々の方、結構大量のシミュレーション、特に

気候変動予測のようなデータというのは、非常に今度は皆さんのために使っていただきたいデ
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ータなんですけれども、最近膨大なサイズになりつつあります。簡単にはアクセスできないよ

うな、数ペタから、もう１０ペタというようなサイズのデータセットというのがぼんぼん出て

きているのが現状になっています。そういう意味では、データ基盤のソフトウエアの部分に加

えて、ハードウエアとしてのデータ基盤というのも一緒に考えていただかないと、先ほど言っ

たようにデータにアクセスしたいんだけれども、それは限られた人しか実際は触れませんみた

いなことが起こってくるので、ソフトウエアとしての基盤を踏まえてハードウエアとしての基

盤というのも並行して考えていかないと絵に描いた餅になってしまうというのを少し指摘させ

ていただきたいと思います。 

 

【江崎座長】 

 ほかにございますでしょうか。 

 

【臼田委員】 

 防災科研の臼田と申します。 

 私は、防災・減災分野のＳＩＰで府省庁間での情報共有を担うシステム、ＳＩＰ４Ｄの研究

開発の担当をしております。そういった観点でいきますと、防災というのは１つの分野と捉え

られがちなのですが、もともと防災は多分野連携であることから、今回のこの取組のある意味

小さい版として、１つのまとまったものを積み上げてきたのかなと感じておりまして、そこで

の経験がここでも生かせればと考えています。 

 そういった観点で見た時に、我々も最初防災分野での情報基盤をつくるといった時に、最初

の入り方として、どこにどんな情報があって、それにはどんな語彙が使われていて、それをそ

ろえるにはどうしたらいいかというところから始めてはいたのですが、情報共有にはメリット

があるのかよく分からないということもあって、なかなか先に進めないというところもありま

した。結果的に何が一番効果的だったかというと、我々の分野ではやはり災害対応の時に、実

際に私たち防災科研が主体的に動いて、省庁ごとに持っている情報を具体的にこれとこれをこ

うつないでやればこういうことができるということを実例として示したことで、ああ、そうい

うことができるのだったら情報共有するべきだねと納得いただいて、今進められてきたと感じ

ております。 

 そういう意味で、先ほどから出ておりますが、ユースケースなり、実態のあるものをしっか

りイメージした上でデータ基盤の議論が進められればというのが１点あります。 
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 それからもう一つ、これは私も不勉強でよく分かっていないのですが、資料３の１３ページ

のＰＤＣＡサイクルの評価に関して、「日本版ＩＭＭによる評価」とありますが、接続をする

という評価だけではないほうがよいと思います。例えば、防災分野で我々は、効率と効果の２

つをもって評価をしています。今回、情報共有によって全体としてどれだけの効率を高めるこ

とができたのかという評価もしっかりするべきだと思いますし、またどれだけ新しい効果を生

み出したのかという評価をしっかりすることで、全体でのデータ連携基盤の評価が示せるので

はないかなと感じております。 

 

【江崎座長】 

 ほかにございますでしょうか。事務局の方で何かありますか。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 ＩＴ室でございます。 

 ＩＭＭのお話は、今おっしゃったような効率と効果を見るというよりも、どちらかというと、

組織が持っているデータというのは、継続的に提供されるのかとか、そういうようなところの

観点が結構強いです。今おっしゃったような観点というのと、あと品質の観点というのもあり

ますので、そういうところは総合的に判断の軸をつくらなければいけないなと思っております。

ここではＩＭＭという事例を出しておりますけれども、そういうような多様な評価軸で使える

ようなデータをつくっていこうということを考えていきたいと思っております。 

 

【江崎座長】 

 もう一個お話の中で出てきたのは、要はデータを出すのを前提としてつくるか、出さないの

を前提としてオプトインでやるか、オプトアウトでやるかというところで、久間議員も

Society 5.0の時にはつなぐことを前提にというところからサイバーセキュリティの話とか出

てきているんで、そのあたりのコンセンサスとしても１つどちらにするかですよね。出すこと

を前提として、困ったものを出さないというポリシーにするのか。それとも前提は閉じている

というところからすると、皆さんの御意見は、基本的には出すことを前提にして、それに対し

てのまずいものに関してのガイドをちゃんとつくらなきゃいけないというのが大体皆さんのコ

ンセンサスですかね。 

 ほかにございますでしょうか。 
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【三徳委員】 

 ダイナミックマップですけれども、私ども、一昨年会社ができまして、主に自動走行用、あ

るいは安全運転支援という形の車に読ませるデータという形のものを急ピッチでつくっており

ますけれども、これは生きているものでして常に更新していかなきゃいけない、あるいは地殻

って動いていますので、その変動も考えなきゃいけないとか、データベースとして１つできれ

ば、それを公開すればいいやということじゃなくて、更新データをつくっていかなきゃいけな

い。それから、履歴というのも必要になると思います。ですので、先ほど海洋研究開発機構の

方もおっしゃっていたように、どんどんデータが膨大になってくる。実際に車に乗せる地図自

体はそんなに重くないんですけれども、それを生成するためのデータというのが非常に大きい

データでありますので、そういったことを考えていただきたいのと、やはり私ども民間企業で

すので、これを売って未来永劫供給し続けなきゃいけないという使命を受けていますので、い

ろいろなユーザーさんに使っていただきたいというふうにも考えておりまして、先ほど防災科

研さんとか、あるいは昨年からいろいろ防災・減災、あるいはインフラの維持管理というもの

に対して我々がつくってきたデータが使えないのかということとか、そこでユーザーを増やし

て、あるいは市町村とか自治体を巻き込んでいろいろ同じようなデータをつくることができれ

ば、日本全国が非常に高精度で統一された基盤データができるというふうに─まあ、できる

だろうというふうに考えて今事業を進めさせていただいております。 

 そういった更新ですとかコスト、それからいろいろなものに横断的に使われて、要は使われ

るということがデータベースをつくった場合に非常に有効であって、データだけつくればいい

ということではないということだけ、私ども自分たちで肝に銘じていますんで、そういったこ

とを考えております。 

 

【江崎座長】 

 ありがとうございます。基本的な考え方としては継続的に動くということを前提としてシス

テムなりルールをつくりなさいということが一番ポイントになりますね。 

 

【出村委員】 

 今、材料の方からの取組について少し御紹介兼ねて悩んでいるところもあわせて声を共有し

たいなと思っているんですけれども、大きくは２点ありまして、１つは、先ほどは出すことを
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前提で、出せないものを秘匿でよろしいですかとおっしゃったんですけれども、私たちが「い

いです」と言っても、材料データをたくさん持っている企業はもちろんそうではないというこ

とになります。それはデータの中身そのものだけではなくて、先ほどの中で出てきましたカタ

ログと言われているようなメタデータの部分ですらもどこに着目しているかということが表に

出ていくのを嫌う傾向にかなり強くあります。 

 そこの突破の仕方としては、１つは標準的な材料が皆さんで共有できる─我々は材料なの

で「材料」という言い方をしますが、標準的なものを設定して、その中で利活用まで含めて一

緒にデータもとり、それからそのデータをとることで、どんな予測ができるかとか、あるいは

どういうふうに設計に生かせるかというところを一緒に今やっていると。それはかなりいいモ

デルになりつつあるなと思っています。その中で具体的にどういうふうなデータフォーマット

をつくるのが最も効率がよいかというふうに整理が進んできていると。 

 そういうようなやり方は、今ＳＩＰでやらせていただいているような、正に国プロの中でこ

そ協調してできるのかなと思っている次第です。 

 もう一つは、そういうことはあるにしても、ではデータ提供のインセンティブを民間であれ、

アカデミアのサイドであれ、どういうふうに設計していくかということを今度は我々文科省の

事業としてデータプラットフォーム事業をやらせていただいているんですが、そこで今真剣に

議論をし、検討を始めているところです。 

 その中では、アカデミア的な言い方をすると、データを生んだ人が、あるいはデータを提供

した人がその価値に応じて、ちゃんといわゆるクレジット（対価）を配分されるということが

非常に重要だと思っていまして、アカデミアの観点から言えば、データの出版、生まれてから

キュレーションを経て出版に至るようなデータ流通が整備されていくことが重要だと思うんで

すけれども、その中で、多分我々が今悩んでどうしたらいいかと思いながらやっているところ

は、データの質、データの品質をどういうふうに保証するか、あるいは評価するかというとこ

ろでして、デジタルデータは、既にあるデータ点に適当なノイズをつけると複製が非常に簡単

にできるので、つまり「１００万点のデータを提供しました」と言っても、その１つとしてオ

リジナルのデータは含まれていないという場合も極端に言えばあり得るわけです。そういうデ

ータが入ってくると、さまざまな推定をしていく時に、大きなバイアスがかかってしまって当

然よくないわけです。 

 ですから、データの数や、あるいはこれまでのデータ予測に近いデータかどうかといった観

点だけでデータの評価、質の評価をしては、今言ったようなことが簡単に起こってしまうなん
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ていうことが想像できていて、そこは実は我々としてもまだ解が明確になく、我々の研究所内

の小さな中で少し回しながら、どういうまずいケースがあらわれて、それにどうやって手を打

っていくとデータ流通上データの価値を適正に評価できるかという実験、ある種の社会実験を

しなければいけないなというふうに考えているところです。 

 仮にそういうものがうまくいって、材料データについてのデータ価値の評価が皆さん、まあ

まあいいねという評価軸ができてくると、例えば企業から見た時に、このデータは本当に要ら

ないんだと。要らないんだけれども、データの価値としては何らかある目に見える形でクレジ

ットがちゃんとつくということになってくると、今まで眠っていたデータをやりとりする場が

発生するだろうと構想しています。ただ、そこは具体的にデータの質をどう評価するか、デー

タの価値をどう評価するかというところが非常に悩んでいるところではあります。 

 

【江崎座長】 

 ありがとうございます。非常に本質的なデータの信憑性と評価をするところからやらないと、

なかなかフィードバックがかからないという御指摘ですよね。 

 ほかにあるかもしれませんが、次の議題に移らないといけませんので。最後にまたお時間少

しありますので、もし御意見あれば、そこで頂ければと思います。 

 それでは、次の議題４の方に移らせていただければと思います。 

 議題４は、「データ連携基盤に関する官民の取組みについて」のプレゼンテーションでござ

います。３件御用意いただいております。 

 進め方でございますが、３件全てのプレゼンテーションを伺った後でまとめて御質問、議論

をするということで時間管理をさせていただければと思います。 

 それでは、まずＩＴ総合戦略本部の平本政府ＣＩＯ上席補佐官の方から１０分程度で御説明

をお願いします。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 それでは、資料４－１に従って説明させていただきます。 

 １ページめくっていただきまして、私どもＩＴ戦略本部というからには、データは本丸中の

本丸でございまして、そこを昔から取り組んでおります。それで我々の今の戦略が世界最先端

ＩＴ国家創造宣言というものがございまして、この中でもデータの標準化ということで、「語

彙」と書いてあるのでちょっと分かりにくいんですけれども、データとかデータの意味の話を
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しています。あとはこういうのをやっているとコードが非常に問題になりまして、各省とか各

組織でコードを持っているのが独自につくられているとか、あと日本の場合は特に文字が流通

しないと困るというのがございまして、こういうところも含めてデータを流通させる基盤をつ

くっていこうと考えています。 

 それで１年半前の２０１６年の１２月１４日に官民データ活用推進基本法というのができま

して、政府全体として、あと民間でもパブリックなデータというものはうまく使っていこうよ

という法律のもとで基本計画をつくっております。 

 それで、その中では相互に連携した情報システムにするため、自らの情報システムに係る規

格の整備という形で標準化をする話とか互換性の確保、それと業務の見直しというのでルール

の見直しも含んで、どうやったらデータが流通できるのかということも含めて検討していると

ころでございます。 

 それで、基本計画の中ではデータ連携のためのプラットフォームを整備しましょうというこ

とを言っておりまして、この２つの大きな戦略のもとにデジタル・ガバメントの推進方針と実

行計画ということで、科学技術というよりも、我々行政の方から主に攻めておりまして、そこ

とオープンデータの基本方針ということでデータをきれいに出していこうというのを政府中心

にまず進めていこうというのをやっております。 

 それで、２ページ目でございますけれども、どのようなアプローチをとっているかというと、

センサデータとか、先ほどのＩｏＴデータ、そういうものは難しい面もございますので、まず

は日本国内では基本的なデータがそろっていないところございますので、政府内のデータがき

れいに自らなっていくことによって、政府はいろいろなところと取引ございますので、申請書

とか、そういうところできれいになるとか、あと我々が出したオープンデータを活用してもら

う時に、政府のデータはこの形式で出てくるのかと考えてもらう。そういう形できれいにして

いくことで世の中のデータをきれいにしていきたいなと考えております。 

 それで、次の３ページ目でございますけれども、この法律ができてからほぼ１年なのですけ

れども、では、具体的にどんなことをやってきたかというところでございまして、先般、総理

の方からも「行政サービスの１００％デジタル化を目指すように」というふうに御指示が出て

おりまして、それをやるためにはデータで全てが流通しなければいけないと。 

 この真ん中のところに書いてありますけれども、２つの大きな柱がありまして、水色のとこ

ろに赤文字で書いてありますけれども、分野横断に連携できるプラットフォームの整備という

ことで、先ほども申し上げましたけれども、データの標準化とか、それを交換するツール群と、
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こういうところを国を挙げて整備していこうと。それと、その上に青い丸がございますけれど

も、デジタル利活用のルール整備ということがございますけれども、データをきれいにするだ

けでは活用が進みませんので、先ほど来出ております品質とか成熟度とか、あとはどういう個

人情報のルールがあったらいいのかとか、そういうルールも含めた形で、この水色と濃い青の

ところをセットで整理していこうということをやっております。それで、ここにはいろいろ文

字が整備されたとか、データに関するガイド類をつくったとか、いろいろ書いてあるんですけ

れども、ここだけでは分かりにくいので次のページ以降でちょっと説明させていただきます。

４ページ目でございますが、科学技術というよりも、先ほど来言いましたように行政データが

中心ですけれども、一番下のレイヤーでございますが、日本でデータを流通しようとすると、

文字、必ずどんな場合にも名前とかいろいろなもの、住所とかいろいろ入ってまいりますので、

そこの文字が外字がなく流通できるようにという話とか、振り仮名とかローマ字とか英語にも

対応していかなければいけないと。そういうところと、この左側（がわ）にあります行政デー

タ連携標準というところがちょっと分かりにくいと思うんですけれども、ここはこの科技の分

野でもかなり関わってくるんですけれども、先ほどの住所の話もありましたけれども、例えば

日付の書き方も、皆さんスラッシュで書いたり、各国１月を「Ｊａｎ」と書いてあったり、い

ろいろ書き方が違うわけですけれども、コンピューターの中では基本的にはＩＳＯに従った形

で２０１８－（ハイフン）の０１－（ハイフン）の何とかにしましょうとか、こういう話とか、

電話番号の書き方なんかも括弧でやったりハイフンでやったり、みんなばらばらですので、こ

ういうところをまずきれいにしましょうというのと、コードもできるだけまずきれいにしてい

きましょうということを、できるところからやっていこうというのを今始めているところでご

ざいます。 

 その上に後ほども出てきますけれども、共通語彙基盤ということで、ある程度データの氏名、

名前をあらわすんだったら、氏と名に分かれますよねという話とか、会社名であれば、会社の

タイプがあって、会社名があって、振り仮名があってというふうにデータのそれぞれのコマが

ありますので、一つ一つのデータ項目をどういうふうにつくるのかという話と、「データモデ

ル記述」と「実装モデル群」と書いてあるところ、ここのレイヤーは何かというと、テンプレ

ートだと思ってもらえればいいのですけれども、会社をあらわすのだったら、それなりの情報

量ってあるわけです。株主がどうなっているとか、あと、センサーなんかをあらわす時にもセ

ンサーの名前があって、センサー番号があって、いつ製造されたのかとか、いつまでの有効期

限かとか、こういうようなテンプレートというのがありますので、そこをきちんとセットして
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いこうということと、左側（がわ）にあるコード体系を体系としてやっていこうというのをや

っております。 

 その上には、我々だけでやったら、マンパワーとか予算とか、そういう話もあってなかなか

難しいところもありますので、民間の力というか、コミュニティとかプロジェクトでテンプレ

ートを独自につくっていくところもあると思うんですけれども、そのための基盤をつくってや

っていこうというのをやっております。 

 それで１ページめくっていただきますと、５ページ目でございますけれども、文字に関しま

しては、先般、国際標準化が終了いたしまして、日本では、氏名を表すのに６万文字使ってい

るんですけれども、これについては全て国際標準化ができまして、しかも縮退マップというこ

とで１文字の簡易文字で流通できるような環境ができたと。 

 ここはちょっと科学技術的じゃないんですけれども、その次が６ページでございますけれど

も、行政のデータ連携標準ということで、飽くまでもデータ連携のための標準ですと我々は申

し上げておりまして、基本的にはＪＩＳとか国際標準ありますから、これをちゃんと使いまし

ょうと。なかなか使われていないものというのも相当ありましたので、それをきちんと行政内

で使っているコンピュータデータについては、こういう形で書きませんかという形で日時、先

ほどのハイフンというのもありましたし、時間の書き方なんかもYYYYMMDDThhmmss+0900とか

いろいろありますけれども、そういうものをきちんとやっていきましょうという話。 

 それと、グローバルに連携するということを前提として今こういうものを整理しているとこ

ろでございます。 

 次のページへ行きますけれども、具体的なイメージとして、我々も最近レゴを使っているん

ですけれども、７ページ目でございますけれども、「電話番号」というセルがあっても、いろ

いろなところからデータを集めてくると、電話番号の書き方、この右側（がわ）にありますよ

うに、書き方が全部違うんです。これだとコンピュータ処理できませんので、この資料に書い

てあるようにきれいにしましょうというのとか、住所の書き方も「２丁目」というのを「丁

目」を書いたり書かなかったりとか。こういうのがマッシュアップの敵になりますので、大体

ここから地理コードにあらわすことが多いわけですけれども、そこにも何段もフィルターを経

ると日本のビハインドする原因になっていますので、こういうところをきれいにしましょうと

いうことです。ここについては変換を入れたり、ＡＩで解決すればいいと言う人がいらっしゃ

るんですけれども、それよりもデータきれいにした方がいいじゃないかということで、そうい

うところを推進しております。 
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 次のページが先ほど新田参事官からございましたが、その中の中核になっているものが共通

語彙基盤というプロジェクトでございまして、住所とか日付とか、どんな分野でも共通的に使

う真ん中のコア語彙というところと、このピザパイみたいな、各切れにあるような専門分野ご

とに、そこは専門分野の方に決めてもらう必要がありますので、そういう語彙を定義していっ

て、ただ、真ん中のところをかますことによって、みんなで情報が交換しやすいような環境を

つくろうというのを目指しております。 

 次のページにまいりますけれども、９ページ目、ここもレゴなんですけれども、今までは何

となくデータをやろうというと、みんなが寄せ集めてきて、それをベンダーの方々が設計の時

に組み合わせて、「こんな感じですかね」という形でデータをつくっていたんですけれども、

それをいろいろなところで交換しようとすると、これの整合性をとらなきゃいけなくなります。

それを共通語彙基盤ではどうやっているかというと、大体、連絡先とか住所と緯度、経度は一

緒だろうとか、こういうものをモジュール化できるんですよね。こういうモジュールを社会で

基本的に共通的に使えるものはセットしていきましょうということです。右側（がわ）のはイ

ベントのモデルなんですけれども、イベントだったら大体こんなモデルになるでしょうという

形を幾つも我々の方でテンプレートを用意しています。 

 次のページでございますけれども、これを全部やろうというふうにやると皆さん大変だとい

うわけですよね。これ全部入れるのかという話とか、もう項目の表を見ただけで、とてもじゃ

ないけれどもつき合い切れないという話が出てまいります。それはサブセットにしてもいいじ

ゃないかということで、この中から部分的に組み合わせて使ってもいいし、あとは皆さんの業

務に合わせて独自ブロックを追加するという形でやってもいいしという形で、非常に柔軟性を

保ちながらコアとなっている情報というものは一緒にしていきましょうよと、こういうコンセ

プトのもとで我々共通語彙基盤というのをつくらせていただいております。それが今先行プロ

ジェクトということで、先ほど来メリットという話がありまして、我々もこのプロジェクトは

もう５年ぐらいやっているんですけれども、皆さんから「メリットは何だ」とずっと言われ続

けております。それで、例えば政府が持っている法人の情報というか、法人の契約情報とか届

出情報ってみんなばらばらの形式だったんです。これを今データを全部共通化しまして─共

通化してというか、集めてきたところで共通化しているんです。将来的には各省の持っている

データも共通化したいんですけれども、一元的にどんな届出があるのかとか、どんな共通化項

目があるのかというのが見られるような法人のデータベースをつくったりしています。あとは

夏に霞ヶ関でやっているイベント情報、これを全部集めると非常に売り物になるようなデータ
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になると思います。おもしろい体験学習の情報とかありますので、こういうもののデータを統

一して、こういうような形でショーケースをつくりながらやっていこうということを今推進し

ているところでございます。 

 先ほど来グローバルの話がありましたけれども、１２ページでございまして、これは日本だ

けでやっている話じゃなくて、アメリカで言うと右下にありますＮＩＥＭと言われている国土

安全保障省が中心となっているデータの標準化がございます。左側（がわ）にありますＩＳＡ、

ＳＥＭＩＣと言われているのは、欧州がこういうデータの標準化をやっているものです。ここ

とは我々ずっと連携をとってやっておりまして、来月もヨーロッパと米国と会議をやる予定に

なっております。そこで日米欧でこういう基本データに関しては基本的に合わせていきません

かとか、マッチングテーブルをつくっていくなり何なりで変換ができるようにしましょうかと

か、枠組みをつくろうとしてやっております。先ほどＩＭＭというところで私も口を出させて

いただきましたけれども、相互運用性とか品質のところも海外でも同じように課題になってお

りまして、ここも一緒に検討していかないかという話になっています。そういう分野というの

は日本だけでやってもしようがない部分もありますので、そういうところは国際的な協調をと

りながら我々やっていきたいなと思っております。 

 次のページでございますけれども、今までどちらかというと、ＣＳＴＩというよりも、何か

行政分野のこてこての情報だったんですけれども、そこからＩｏＴへの展開というのをやらな

ければいけないなと思っておりまして、そこら辺もいろいろ今情報収集等勉強を始めていると

ころでございます。ＩｏＴデータ構造というものをどういうふうに持つべきかなということで

Ｗ３ＣなんかではＳＳＮと言われているＳｅｍａｎｔｉｃ Ｓｅｎｓｏｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ 

Ｏｎｔｏｌｏｇｙというのをやり始めたり、あとはＯＭＧ、アメリカのＯＭＧはＤＤＳという

Ｄａｔａ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅというのを始めたり、あとは産業界で

「ｏｎｅＭ２Ｍ」とか、いろいろな形でデータのセンサーの品質とか取引のためのクライテリ

アづくりというのが進み始めていますので、そういうところに我々も積極的に参加していくこ

とが必要なのかなと思っております。それで、こういうＩｏＴと普通の一般的な行政データと

組み合わせた形でどうやったらデータが管理できるかというのを考えていきたいなと思ってお

ります。 

 最後のページ、１４ページでございますけれども、これをSociety 5.0の方でうまく使って

いただいて、協力しながら日本のデータ連携の基盤をつくっていければなと思っております。 

 以上でございます。 
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【江崎座長】 

 どうもありがとうございました。質問は、また最後にということで進めたいと思います。 

 次は、データ流通推進協議会の甲斐さんの方からお願いいたします。 

 

【甲斐委員代理（小池様）】 

 甲斐は都合が悪く欠席しておりまして、私の方で代理をさせていただきます。日立コンサル

ティングの小池と申します。よろしくお願いいたします。 

 データ流通協議会は、１１月の末に設立したまだ若い協議会です。この協議会は、この後詳

細を御説明しますが、政府のＩＴ室、また総務省さん、経産省さんのワーキングを経て、民間

ベースでの設立をという点でつくられたものです。 

 大きな特徴は、データ流通ビジネスを考えるために有償の会員費を取って実施しているとい

うのがポイントになります。 

 本日は、この前半でいろいろ議論いただきました内容も、関係する内容が出ますので、その

部分、強調して御説明をさせていただきます。 

 設立の趣旨は少し割愛させていただきます。背景ですが、３ページとなります。 

 先ほどのように、ここに書いてありますようなＩＴ室様、経産省様、総務省様、いろいろな

ワーキングの答申を頂きまして、データカタログやAPIなどデータ交換用の規約の検討。デー

タ流通業者としてどのような業者がいいのかというのを基準つくる。こういう点が是非協議会

の方でという御意見を頂きまして、６ページに書かせていただきました７点の事業内容で、設

立をしております。 

 １番目が、データ流通事業者等の運用基準、こちらの方は技術基準や団体としての経営など

も基準としてつくり、この運用基準というものを策定するための活動、２番目が、今日議論い

ただいていますような、データカタログ、ＡＰＩ、語彙というテーマの技術的な基準を、技術

調査や検討を実施して技術基準の策定を検討する、３番目がこのような運用や技術などが検討

した基準を、データ流通業者が準拠しているかの承認・監査・公開していくような取組、そし

て４番目、データ流通市場活性化のためのデータ利活用の創出、こちらの方はデータマッチン

グさせるワークやいろいろなデータ活用ビジネスのワークショップなどを企画するという形に

なります。 

 ５番以降は、今回のような府省への会議などへの提言になりますが、データ流通市場をめぐ
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るような法的課題や国際連携の枠組みを政府さんと一緒に省庁連携させていただくという形を

想定しております。 

 たてつけは次の７ページにありますように、監事、理事会の配下に４つの委員会がございま

す。運用基準検討委員会、技術基準検討委員会、利活用促進、そして認定・監査という４つに

なります。 

 ８ページとなります。理事長、外部理事としましては、先生方、村井先生筆頭に越塚先生、

柴崎先生、中村先生が理事であり、そして民間団体としてのコンソーシアムですので、理事と

してインテージ様、大日本印刷様、富士通様、日立など企業が入って推進しています。また、

法律面も含めまして、法律の先生方が入って全体を方向づけていくという体制です。 

 この協議会ですが、９ページにありますように、有償で会員を募り、そこの有償正会員に投

票権を持っていろいろなものを決めていくというたてつけをしております。 

 協賛会員や特別会員様はいろいろ本日も出席いただいている方いらっしゃいますが、いろい

ろな団体様、政府の方々も参加いただくモデルとなり、産業界、学界、官、民間という大きな

方々が参加いただけるモデルになっております。 

 １０ページ、１１ページをご覧ください。現在の１月１５日時点で７２団体様が御参加いた

だきまして、データ流通業者さん、ＩＴ、そして製造業、又は通信、金融、いろいろな方々が

御参加いただける協議会となっております。 

 この中で、先日私どもが主査となる技術基準検討委員会の第１回のワーキンググループでも、

６０名を超える方が参加いただいて、いろいろ議論いただきました。今後、参加させていただ

きました、サブワーキングと連携させていただいて、民間の御意見などを反映して議論いただ

けるような場として連携できればいいと考えております。 

 それぞれの委員会の概要を御説明いたします。まず運用基準検討委員会、こちらの方はデー

タ流通業者として、こういうふうなあるべき基準を満たしてほしいという基準を検討するもの

です。１９ページ、技術基準検討委員会です。私はここの副委員長を担当させていただいて、

データカタログ、メタデータ、ＡＰＩ、データ品質などを検討させていただいております。 

 今日も話題がありました、産業界、及び、公共も、統一的なデータカタログということがで

きるか、そして、データ流通の共通のメタ語彙を、それぞれドメインの方々がデータ流通語彙

として採用いただけるか、データ流通の共通のＡＰＩはどうか。データの品質基準というのは

どうか。これをＩｏＴのデータも含めて検討していくというのが、当技術委員会の検討となり

ます。こちらの方が各委員会、たてつけとなります。ＩＰＡ様がこれのインプットとなるデー
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タなどがあります。先ほど平本様から頂きましたＩＰＡの語彙基盤の情報によるインプットや

ソフトウエアの品質的なものでデータ品質のインプット、そして、それ以外のＷ３Ｃやいろい

ろな標準をインプットにして、データの互換性基準やデータの品質基準を検討していくという

点になります。 

 ２３ページ、２４ページ、技術的に細かい内容ですが、重要な観点ですので御紹介いたしま

す。まずデータの互換性に関しまして、今課題が次の２３ページの上のように挙がっておりま

す。どんなデータがどこにあるか分からない、データの所在が分からない、データの仕様が公

開されていない、データの仕様がシステムごとに違う、データが分野間で融合できない、デー

タは公開されているが結合できないという点、またデータの取得方法がシステムごとに異なる、

そしてパーソナルデータの法律に合った適切な扱い、このようなものがデータ流通業者として、

また扱う方として課題だと言われています。こういう中で、下半分のような基準、統一データ

カタログ、特にデータの品質面や属性、ライセンスやデータカタログの形式、機能、こういう

ものを検討いたします。データ流通という視点で見ますと、カタログの情報提供から契約の商

流、そしてデータ流通の物流、そしてお金を支払うという金流、これらが全ていろいろな規約

でつながるとデータ流通というビジネスが成立しますので、そういう視点もこの基準の中で検

討していくという形になります。 

 次が、データ流通のデータ語彙の標準、ＩＰＡ様の共通語彙基盤などを使っていくもの、ま

たデータの融合性に関しましては、コア語彙・共通コードの利用、そしてＡＰＩの統一など、

が基準検討で重要となります。データ流通推進協議会の議論も、こちらの中の事業と関係する

部分がありますので、連携させていただきたいと思います。 

 少し技術の内容は詳しく御説明しましたが、この後、利活用委員会を、簡単に御説明します。 

 ２６ページをお願いいたします。利活用は、データ、配信して出したい人たちに対して、今

度は使いたい人たちもいらっしゃいます。この２つの人たちをいかにマッチングさせるかとい

う点がシンポジウムであったり、マッチングビジネスであったり、表彰制度であったり、この

ような企画をして実際マッチングイベントをしていくというのがこの利活用委員会の特徴とな

っております。 

 最後になりますが、３１ページ、認定・監査となります。こちらは、運用基準委員会及び技

術検討委員会の成果をベースに、この基準に満たすような業者であるか、データ流通業者であ

るかという点を認定して監査をしていくという委員会が、これはかなり後になりますが、立ち

上がってくるという予定となっております。 
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 以上となります。ありがとうございます。 

 

【江崎座長】 

 どうもありがとうございました。 

 最後は、ＮＥＣの望月様の方からお願いいたします。 

 

【望月様（日本電気）】 

 ＮＥＣ、望月でございます。 

 早速ですが、資料をめくっていただきまして、３ページ目は環境をまとめたものですが、特

に平成２９年度第１四半期に実際に政府の方から官民データ利活用の推進方針というものが各

省から提示されてきております。 

 ここに至るさまざまな民間へのヒアリング等々の場では、弊社は特にＩｏＴにフォーカスし

て日本版のプラットフォームというものを日本独自の強みを生かす、特長を生かすということ、

それで社会問題の解決につなげながらも、一方で欧州、後でお話ししますが、が六、七年の年

月と４００億円以上のお金をかけてきたものを全て再発明する必要はないでしょう。もう一つ

は国際的な標準で日本のガラパゴスをつくってはいけませんよねということで、このようなＦ

ＩＷＡＲＥを活用しつつ、日本版としての特長を組み込むべきというような御提言を申し上げ

てきました。 

 その後、５ページ目ですが、官の側（がわ）では内閣官房ＩＴ室様の方で実際にデータとい

うものを使いやすくするという意味では、ＡＰＩで各省でそれが進みつつある中で、これらが

統一的に進むようなガイドブックというものをβ版公開というものが８月にされ、一方、民の

方では、先ほどのデータ流通事業者協議会の発足もあるのですけれども、もう一つ官民データ

活用を推進する民間団体として、官民データ活用共通プラットフォーム協議会というものを、

これは声かけがインターフュージョン・コンサルティングからなされ、今準備会が行われてい

る状況で、１７社の民間会社が入って議論をしておりまして、政府の各位にもオブザーバーで

入っていただいております。 

 実際協議会の具体的なアクションアイテムやターゲットを決めるのはこれからになるわけで

すけれども、目的としては、民の側（がわ）でもこういう官民データ利活用をしながら社会解

決をする。そこに貢献しながらビジネスするという中で協調領域、それから競争領域をうまく

設定しながらエコシステムが広がるような、そのための取組というものをやっていこうじゃな
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いかということが主眼になろうかと思います。 

 このサブワーキンググループでは、次のページ、６ページですが、データ連携基盤の整備と

いうことがうたわれるわけですけれども、一口で基盤ということになってきますと、結局はや

るべきことというのは、まず基盤として価値の高いものをつくって、それから基盤のネットワ

ーク効果です。多くの人に使われることで、基盤自身の価値向上サイクルを仕込むということ

と、もう一つは、それがSociety 5.0という上位目標につながなければいけないという、こう

いった設計が非常に重要かと思いまして、下の白い四角で囲ったような具体的なものを明確化

していく必要があろうかと思いますが、この後の報告では、これに関わる欧州の取組を、ＦＩ

ＷＡＲＥの話が中心になりますけれども、御紹介させていただきます。 

 「ＦＩＷＡＲＥとは」と非常に簡単に書いたのが７ページでございまして、欧州委員会の官

民連携プログラムで開発、実証された次世代インターネットの基盤ソフト、特にＩｏＴプラッ

トフォームでして、下の絵の下側（がわ）の基盤ソフトの開発プロジェクトと、その上でユー

スケースを実証してくるプロジェクト、これトータルで２０１１年に始まって、約４００Ｍユ

ーロなんで、５００億円以上の積算の予算が投じられてきています。 

 次の８ページに非常にシンプルにデータ連携基盤として見た時のＦＩＷＡＲＥの特徴を書い

てございますが、まずこれオープンソースソフトで実装してあります。そういうＩｏＴプラッ

トフォームで、しかも、ここに蓄積されるデータは、国際標準に則ったオープンＡＰＩ、「Ｎ

ＧＳＩ」と呼ばれますけれども、これを介して誰でも自由にデータを利用できるということで、

下の絵にございますように、官のデータ、自治体のデータ、民間のデータというものを必要に

応じて自在に組み合わせることができます。 

 具体的なアーキテクチャとかデータモデルの定義なんかは、補足の方に今日は入れておりま

して、技術的に更に詳しく見ていただくことができるようにはしてございますが、特長としま

しては、次の９ページにございますように、クロスドメインでデータ流通をする上で非常に有

効と考えられるということで、データモデルが標準準拠であって、それによってドメインをま

たぐデータのインターオペラビリティが可能になりますということと、特にＩｏＴの時代を考

えますと、ただデータがどさっとありますじゃ駄目で、場合によってはリアルタイム、ライト

タイム、その状況に最適な形でデータが提供されなければいけないので、こういったことも含

めてデータ検索ができるような形をとっております。 

 さらに分散型のデータ管理を実現するとともに、既存のシステムというものがございますの

で、それとの接続性、拡張性というものを担保しているということです。 
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 イメージとしまして、１０ページには弊社の方で技術的に実際ＦＩＷＡＲＥを使って構築し

た事例を示しております。これは字が細かいので全部は御説明いたしませんが、防災・減災の

領域で官民の双方のデータ、エリアデータを使いながら、特にこういう減災の場合には災害発

生直後の避難、それからしばらくして今度は救助活動、その後、今度は実際のボランティアな

んかも入った状態での災害支援の輸送、さらには本格復旧というフェーズごとに必要になって

くるデータも変わってまいりますが、こういったものを柔軟に最適に掛け合わせて必要なサー

ビスができるというものを技術実証しております。 

 次の１１ページが背景になっているエリアデータ、官民データの連携イメージなんですが、

申し上げたいことは、防災・減災のために専用システムをデータまで含めてつくり上げてかち

っと固めるというイメージはないということで、平常時はここで使われる、例えばカーナビの

データ等々、交通や観光などの地域サービスの中で使われているデータを収集、活用しますし、

発災時にはそれを災害関連情報として統合して、例えば官の側（がわ）で緊急避難経路のデー

タとか、そういったものと組み合わせるという形で公開できるということでございます。 

 １２ページがＦＩＷＡＲＥの普及状況で、さすがに欧州が中心になりますけれども、実はア

ジアの一部やラテンアメリカにも展開地域が拡大しておりまして、現在１１０都市、２５か国

まで拡大しております。 

 どういったソリューションがあるかですけれども、これは災害のコミュニティのアンケート

の結果で、上の段のＢｔｏＢの一番左のところは、よく見ていただくと、Ｃｒｏｓｓ－ｓｅｃ

ｔｏｒｓ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓと書いてございまして、正にこういうサイロを越えたデータ連

携で価値を出すサービスをつくるということに使われているということでございます。 

 技術的な説明はそこまでなのですけれども、１３ページに書いてございますのが、ＦＩＷＡ

ＲＥというのは１つのプラットフォームであり、ＡＰＩなのですけれども、これは欧州のデジ

タル施策の一つですということで、ＦＩＷＡＲＥはＥＵの上位戦略や諸施策と関係性を持ちな

がらつくられたものでございますので、日本での官民データ連携とか利活用を迅速に立ち上げ

て、かつ効果の上がるものにする上で参考にすべき点は多いかと思います。 

 なので、ＥＵはＦＩＷＡＲＥだけをつくるという戦略ではなくて、上位にＤｉｇｉｔａｌ 

Ｓｉｎｇｌｅ Ｍａｒｋｅｔというものがあって、それから電子政府化、もろもろいろいろご

ざいますわけでございまして、もちろん、日本における官民データ利活用を推進する上で連携

基盤、利活用基盤の中にＦＩＷＡＲＥの技術資産を活用するというものは直接的な御利益にな

るわけですけれども、一方でＦＩＷＡＲＥがほかの施策との絡みも含めて全体の推進方法論の
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中でどういう思想ではまっているのかということも、今後日本の中でこういう基盤整備を行っ

て、それが実際に使われて実行を上げるという上では大変参考になろうかと思います。 

 以降、少しそういった関連のお話をさせていただきます。 

 １４ページは字が小さくて恐縮なんですけれども、Ｓｍａｒｔ Ｃｉｔｙビジョンというの

が欧州でどうなってきたかというのを少し整理してみているのですけれども、２０１０年ごろ

が黎明期と思いますけれども、目的は公共サービスの効率化で、例えばエネルギーであったり、

水をどうするか。そういったことで各サイロ内の取組が主で、ここでのソリューションという

のはベンダー提案が主になって、先端的な技術、ＩｏＴ的な技術がどんどん導入されてきたと

いうものがございます。 

 しかしながら、それから６、７年を経てスマートシティのビジョンは大分進化しておりまし

て、１つにはＡＩとかＩｏＴがどういう高い価値を出すかというのがだんだん分かってきたと

いうのもあるのですけれども、もう一つは黎明期でいろいろなパイロットがやられた割には長

期にわたって大規模化へつながる道筋はないということで、導入側（がわ）の自治体も苦労し

ていますし、ベンダー側（がわ）も市場の形成が停滞しているということで、ｐｉｌｏｔ ｓ

ｉｃｋｎｅｓｓというようなことが言われていて、実現プロセスに関しても、表の下の段にご

ざいますように、近年ではこういう形でやっていこうということが欧州のさまざまなステーク

ホルダーの中で共通化していると、しつつあると考えます。 

 その目的のビジョンに関して、都市をデジタル変革するって、これはSociety 5.0の概念の

中、あるいは最近の総務省様のデータ利活用スマートシティの中でもかなり共通する部分がご

ざいますが、都市が目指す上位目標、例えば災害に強い都市、高齢者が安心して暮らせる、そ

ういったところをやっていくためには、どうしてもサイロを越えたスマート化をしつつ、部局

間の協力、市民の参画を促す。それ以外にも運営や計画策定のデジタル変革、あるいは都市を

越えた協力といったところに今主眼が来ており、この先は先ほども議論にございましたように、

データ自身が経済的なアセットですよねということで、そういったことの流通、新しい経済圏

の成立を見越して、都市自身が今度デジタル変革を牽引していくと。そういったビジョンにな

っています。 

 実現プロセスの方も非常に興味深いのですが、先ほどのようにパイロットがぽつぽつとただ

散発されるだけでは、なかなか全体的な普及につながらないということで、ベストプラクティ

スの都市間展開ということで、ＥＵのスマートシティプロジェクトも先導型とか引上げ型とか、

その中でメンターの都市を定義するような組み方をされていますし、その中で基本アーキテク
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チャを共有するということで、都市型の団体であるＯｐｅｎ ａｎｄ Ａｇｉｌｅ Ｓｍａｒ

ｔ Ｃｉｔｉｅｓなんかがそういったことを牽引していますと。 

 それから、スマートシティが投資効率をよく、しかもスピードを持って普及していくために

は、技術要件としては単一のベンダーにロックインされないようなオープンソースのアプロー

チとか、それからサービスのスケールが増えていった時のスケーラビリティといったことを主

眼にし、実際それを広めるやり方としては、ボトムアップでインターオペラビリティを上げて

いく実装主導型、ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ－ｄｒｉｖｅｎ ａｐｐｒｏａｃｈといった

ものが今皆さん意識されています。 

 そうすることによって、都市間でよいソリューションを再利用・レプリケートしていくとい

うことで、経済的なバリアを減らしていこうということで、この先には先ほども議論にござい

ましたように、データ交換の経済圏の中ではプライバシーとか真正性とか所有権をきっちり担

保するということをしていこうということで、１５ページはＯｐｅｎ ａｎｄ Ａｇｉｌｅ 

Ｓｍａｒｔ Ｃｉｔｉｅｓの団体の例を御紹介していますけれども、これは既に１１５の都市、

２３か国で試行、これはかなり明確に試行に賛同できる都市だけを団体にしていますので、都

市が協力して、ベストプラクティスを共有しつつ、これを実装主導型でスマートシティをつく

りましょうということで、基本アーキテクチャとしてこういったものを導入するということに

賛成できる都市だけを集めているんですが、既に１１５の都市になっています。 

 ＦＩＷＡＲＥにおけるデータ相互運用確保の取組が次の１６ページにございますが、先ほど

もさまざまな分野ごとのデータからどうやっていくという議論がございましたけれども、ＯＡ

ＳＣ、さらにＦＩＷＡＲＥでは、成果ベースで、まずこの各種プロジェクト、例えば駐車場の

空きスペースをリアルタイムでドライバーに通知するような、例えばそういうサービスのよう

なプロジェクトから、その成果を見ながらデータモデルをカタログ化して、更に適用の範囲を

広げていくようなボトムアップのアプローチをとっていますということで、初めから範囲を全

部決めておいて、それを全部つうつうにしますということを目指しているのとは対極的なアプ

ローチをとっていて、そこから得た知見を加味しながら、更に標準化の取組を推進しています。 

 ちょうど１年前にＥＴＳＩの中にＩＳＧのＣｏｎｔｅｘｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａ

ｎａｇｅｍｅｎｔという新しい活動が立ち上がって、これの対応を始めているところです。 

 １７ページは、３ページ前の黎明期の部分を抜かしまして、このスマートシティの今の欧州

でのビジョンの中でＦＩＷＡＲＥが持つ特質がどうはまっているかということをマッピングし

たもので、ＮＧＳＩのＡＰＩ、あるいはデータモデルというものがブラックボックスでないと
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いう１番、それからコンテキスト情報管理によってＩｏＴ時代に対応している。さらに、欧州

では３番のようにデファクト化している。４番目は、先ほどのボトムアップアプローチでイン

ターオペラビリティを拡張しているということと、５番目はＩｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄａｔａ 

Ｓｐａｃｅというイニシアチブはピア・ツー・ピアで先ほどのデータの取引を有償含めて安心

してできる仕組みをつくるイニシアチブが立ち上がりつつありまして、こういったところには

まるようになっているので、単にサイロ可能データを持ってくる技術的な仕組みだけでなくて、

それが広まるという上での特質というものもＦＩＷＡＲＥにはあるということが非常に参考に

なろうかと思います。 

 最後、まとめでございますが、データ連携基盤としてのＦＩＷＡＲＥをスマートシティの実

装拡大とサービスの範囲の拡張、あるいは革新に適した基本設計でございまして、特に肝にな

っているのがオープンかつ標準準拠なＡＰＩで、これによってベンダーロックインフリーと、

それからクロスドメインのデータ連携を可能にしています。さらにＩｏＴ時代に必要になるＲ

ｅａｌ Ｔｉｍｅ＆Ｒｉｇｈｔ Ｔｉｍｅなデータ連携を実現する機能を持っていますという

ことと、データモデルの拡張整備においては、ボトムアップな実装主導型なアプローチによっ

てデータモデル、すなわちインターオペラビリティの範囲というものを拡張していきます。 

 それから、今のお話で詳しくは触れられなかったのですが、周辺施策としまして、詳しくは

補足資料に書いてございますが、利用者業界の団体と戦略的に提携しておりますし、それから

ＦＩＷＡＲＥ自身がお金を投じて、特にアプリのデベロッパーとかＩｏＴ系の例えばシステム

ベンダーなんかが無料で即時に使用できるクラウドサービスを提供しておりますとか、それか

らこういったＦＩＷＡＲＥを利用する、特にＳｔａｒｔ Ｕｐの育成に積極的で、それに類す

るＶＣ、ハッカソンのようなことをしています。もちろん、欧州を越えてグローバル化しよう

ということで、特に米国のＮＩＳＴが主導しているスマートシティ系のグローバル・シティ・

チーム・チャレンジなんかとも連携を今強めているところであります。 

 もう一つ大事なのは、ＦＩＷＡＲＥだけではなくて、イノベーションのスピーディーな育成

と普及で、これは基盤だけでできるものではなく、上位のＥＵ、あるいはスマートシティ関連

の各種団体が注力しているということで、これは今日のサブワーキンググループの範囲を超え

ますので、基盤のお話だけに閉じさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

【江崎座長】 
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 どうもありがとうございました。 

 それでは、議論に入りたいと思います。 

 どなたからでも結構ですので、挙手の上、御発言、御質問いただければと思います。 

 

【寺澤委員】 

 平本さんの御発表の中で共通語彙基盤の話なのですけれども、先ほど望月様の方から、我々

欧州の取組というのを日本の事情に合わせた形で持ってくるという活動をさせていただいてい

る中で、自治体様にいろいろな地域のデータを集めて、それらに意味をきちんと定義をして利

活用できるようにする仕組みとして、欧州とは別のやり方なんですけれども、国内の事情とし

ては共通語彙基盤を活用する取組を今させていただいています。 

 実態としては、先ほども資料の中に出ていましたけれども、ＩｏＴのデータの定義がないと

か、いろいろな定義が少ないところもあって、実際活用できているのは３、４割程度なのです

けれども、その中でもやり口としては資料の１０ページぐらいに御説明があった全体的な定義

の中で部分的に利用ができる部分は使ってみたり、一部活用しつつ独自のブロックを追加した

り、正にこのやり方でデータをつくらせていただいています。 

 その時に我々としての困り事なんですけれども、部分的な利用の仕方とかブロックの追加の

仕方とか具体的にこのやり方でいいのかというのがどこにもガイドライン的なものがなくて、

試行錯誤でやっているような状況なのです。 

 これは御提案ではあるのですけれども、国内のオープンデータって、いろいろデータ自体は

登録されるのですけれども、それぞれのデータモデルみたいなところをカタログ化して登録す

るようなところがなくて、そういうベストプラクティスみたいなところをいろいろなところで

みんなで共有し合って、語彙基盤を使ってこういうデータモデルをつくってみたよとか、そう

いうのを公開するような場があると、もっと我々としても仲間が増えて使いやすくなる感覚を

持っていますので、そういったところも議論に含めさせていただければいいかなと考えました。 

 以上です。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 是非そういう場をつくりたいなと思って、つくっているんですけれども、余りにマイナーで

誰にも知られていなくて。やっと今基盤ができたというところで、やっと広がり始めたところ

なので、そこは我々の方でもプロモーションはしていきたいなと思います。 
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 ありがとうございました。 

 

【江崎座長】 

 ほかにございますか。 

 そういう意味では、自治体のサイズだと今の話はやりやすいですよね。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 そうですね。 

 

【江崎座長】 

 国でやると、すごい大変ですけれども、自治体レベルでまずベストプラクティスを出してや

るというのは１つのやり方ですよね。 

 

【平本政府ＣＩＯ上席補佐官（ＩＴ総合戦略室）】 

 はい。 

 

【江崎座長】 

 ほかにございますか。 

 

【久間議員】 

 ＦＩＷＡＲＥによる防災・減災領域のデータの話がありましたが、防災科研で今進めている

データベース構築との関係は、どうなっているのでしょうか。 

 

【臼田委員】 

 基本的には考え方はほぼ同じと思っています。我々もいろいろな機関が持っているデータを

災害のタイムラインに沿ってお互いに使い合えるような環境をつくっています。相互に使い合

うことで、今までは自分たちの持っていたデータでしかできなかったことに対し、ほかが持っ

ているデータを加えることで災害対応の効果を高めていくという意味では、流れとしては同じ

と思っています。 

 一方で、今日３つの話題提供を聞きまして、ポイントは２つ、１つは標準化という話と、も
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う一つは相互運用性という話があるかと思います。私自身は標準化と相互運用性というのは別

だと思っていまして、標準化というのはデータのフォーマットの中身も含めて、どう同じよう

なデータをつくっていくかに焦点があり、日付の表記の仕方も含めてそろえていくということ

は重要だと思うのですが、相互運用性というのは必ずしもそろえなくても、先ほど平本さんの

発表にありましたが、変換で済むものは変換でもいいのではないかというところがあると思う

のです。 

 基本は標準がいいと思うのです。これからつくるデータは標準化に沿ってつくっていくとい

うのは大事だと思いますし、今までつくっているデータもだんだん標準にそろえていくという

のは重要だと思うのですけれども、一方で標準にそろっていないから、共有できないとなって

しまい、共有化が進まなくなって、Society 5.0の実現が遅れてしまうというのは本末転倒だ

と思います。相互運用性を確保できるというのが大前提にあって、必ず同じ情報として使える

形で変換できるのであれば、それは相互運用性が確保できているということで、この共有基盤

に乗るようになるといいなと思っています。 

 そうしないと、特に防災・減災の分野では２０２０年にでき上がればいいということではな

くて、今日も草津白根山で噴火がありまして、その時にどんな情報を出せるのか等、もう既に

直面した課題になっています。 

 そういったところで標準化を目指すのは大事なのですけれども、それ以上に相互運用性をし

っかり進めて、それによってSociety 5.0をつくるというところを優先にした議論がここでで

きればと感じております。 

 以上です。 

 

【久間議員】 

 何かご意見はありますか。 

 

【望月様（日本電気）】 

 私どもも全くそのように考えておりますし、先ほどいろいろな欧州の都市がＦＩＷＡＲＥ使

っていると申し上げましたが、１１年にソフトウエアのプロジェクトが始まったので、それな

りに整備されてきたのが最近なので、既に存在するさまざまなサービスは、必ずしももともと

ＦＩＷＡＲＥありきでつくられたものでもないものがあります。だから、大体都市への導入と

いうのは、そのサービスとしてそれを使ったものを導入しながら、だんだん使う範囲を共通化



－４７－ 

していく、そういう方向感なので、特に今御指摘の点とは整合するかなと思います。 

 

【甲斐委員代理（小池様）】 

 データ流通協議会の技術基準検討委員会での議論の視点から、コメントさせていただきます。 

 私どもの資料の２３ページ、２４ページ、こちらの方の基準として出させていただきました

が、最初に必要なのは、統一データカタログと考えます。どの業界、公共団体、民間、金融、

いろいろな団体で、データとして何が存在して、どんな契約、またどういうデータの渡しかた

で、そのデータの品質がどうか、という視点が、データカタログというのがキーになるのでは

ないかなと思います。最初に整備する１つの基準としては、国際標準を視野に、データカタロ

グを日本の言葉で項目を決めて、全部の分類学のようなものがきちんと政府にあるようでした

ら、その分類学を決めていただいて、それを公開していただくことで、日本の中にどんなデー

タが公共にも、民間にもあるのかが分かる、データカタログを、最初に整備いただくというの

が必要ではないかと考えます。 

 もう一つはデータ品質の方で、品質って、欠損値や機械判読になっているかなど、データ自

身もよい方がいいですが、融合キーとなる地図の位置とかコードとかを、データ項目にきちん

ともつデータの方が、データ品質がいい感が増す。センサーもイレギュラーデータがなくて、

定常的に出ている方が、品質がいいという意見がありますので、このデータ品質というのが割

とデータの価値とか価格にもコントロールされていきますので、データ品質の話も是非こうい

うところで議論いただいて、データ品質というのはどういう基準で定義して、基準をつくって、

今持っていらっしゃる公共のデータも民間のものも品質的にはどうかというレーティングがで

きるような形が今後の改善につながるのではないかと思います。 

 この２点、是非この場でも検討を継続いただいて、我々も連携させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。その他、データ流通語彙の標準化、ＡＰＩ統一など、す

すみますと、よりデータ活用が広がると考えます。 

 

【江崎座長】 

 多分あれですよね。最初の議論にも共通しているのは、原則を必ずこれに合わせなさいとい

うよりは、ちゃんと使えるものというのを優先させるという大きなポイントを皆さん言ってい

らっしゃるということと、もう一つはトランスペアレンシーを持てというのが多分カタログに

近いお話で、どういうポリシーでやっているかというのをちゃんと出しなさいと。トランスペ
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アレンシーがちゃんとあれば、変換してもいいし、標準のデータでもいいしという環境がつく

られますよねというのがお三方おっしゃったことと、前の話との整合性のとれた大きな方向性

というか、多分この委員会、今日の意見の共通点なのかなと思いましたけれども。 

 ほか何か御意見は。 

 

【井上委員】 

 Ｇ空間情報センターの井上と申します。 

 今回、ＳＩＰインフラ側（がわ）の受皿になり得る可能性のある主体として参加させていた

だいております。当センターは、昨年の１１月から運用しておりまして、国土交通省をはじめ、

政府や民間の色々な地理空間情報を集めて提供するプラットフォームです。現在は約８，００

０のデータが登録されているところです。 

 今日の議論で皆さんおっしゃっていることもそうなんですが、連携といった時に、オープン

アクセスが連携なのか、ＡＰＩでデータを取得できることが連携なのか、その辺の連携にレベ

ル差が少しあるかと思います。まずはオープンアクセスみたいな形でどこにどんなデータがあ

るかというカタログレベルで実現する話、それから実際に元データがとれて使えるという話と

二段階ぐらいあるので、そういった連携の定義をきちんと決めた上でやっていく必要があるの

かなと思っています。そして、どちらかというと、データがどこにあるかとかカタログレベル

でも相互運用できることがまず優先的かと。これまでお話があったデータの標準化とか、メタ

データについてもきちんとできた方がいいかなと、我々がＧ空間情報センターをつくる時に議

論しました。が、データを持っていらっしゃる方々がメタデータをつくっていなかったりする

場合もあり、データを登録するために、人のためにメタデータをつくる、人のためにデータを

変換するというようなところが、データ作成者側のメリットという観点からすると負担になっ

てくるところと感じています。今後、このワーキングでは、今流れている、あるいは流せる情

報を相互運用するためにはどうしていくかという話と、今後できてくるデータをどう流通させ

ていくかという２つの観点で議論いただけたらと考えております。 

 私からは以上です。 

 

【江崎座長】 

 先ほどご意見のあった、ハードウエアも考えたところでのデータをどこに置くのか、レプリ

ケーション、権利をどうするのかというところまで考えなきゃいけないのと、もう一つの御意
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見は、昔のものよりも未来を見てちゃんと議論しましょうというお話かもしれないですね。 

 

【望月様（日本電気）】 

 今日Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄａｔａ Ｓｐａｃｅの御紹介は、しなかったのですけれども、

将来に広い意味でデータがどういうふうに使われるかというイメージがいろいろあろうかと思

います。特に官側（がわ）、あるいはそれに関連する機関から出されるデータというのは、広

く全て公開してしまうか、あるいは今のように、ある趣旨に応じてやりとりをするか。その時

にはアクセスと何とかというやりとりになりますが、特に民の中でいろいろなビジネスモデル

も絡みながら使う場合には、インダストリアル・データ・スペースがイメージしているのは、

どっちかというとピア・ツー・ピアのデータのやりとりをやる中で自動的に主権だとか真正性

が担保されつつ、なおかつ価値付けができるような、それでも安全な仕組みをつくろうとして

いるので、そこの両方の、いずれはそういうところがベンチャーだとか何かが、これまでのビ

ジネスモデルにないものが出てくるという期待でそういうことをやっているので、少し、いろ

いろなステークホルダーがいるのは確かなのですけれども、官民データ連携という、単にデー

タの全体のインターオペラビリティなりポリシーだけのお話だけではなくて、そういうことを

狙いとして含みますよねということは共有することは大事かなと思います。 

 

【江崎座長】 

 そういう意味では、ここで出てきているアーキテクチャのところがどういう、全体的なアー

キテクチャイメージになるかというところのお話ですよね。 

 

【安達委員】 

 私はインフラ維持管理をお手伝いしておりますが、その分野での共通プラットフォームの観

点で頭の痛い点をご紹介します。インフラですと、官が責任を負う部分が非常に大きくて、全

国的に展開している組織体ではセンシングも含めて新しい取り組みを行いやすいのですが、地

方自治体レベルに行きますとその導入が結構大変です。このようなデータプラットフォームを

うまく維持すること、つまり非常に長期にわたってインフラのデータを保持するという観点で

システム構築が難しいという状況があります。 

 今まで出た御意見と重なるところが多いのですが、インフラですと、当面結果としては、例

えばＡ、Ｂ、Ｃなどの橋のメンテナンスレベルぐらいしか公開できず、まずはいろいろな観点
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でオープンにするデータではないだろうと考えております。 

 是非ここで御検討いただきたいのは、既に出ましたようにセキュリティの観点、イノベーシ

ョンを誘発するのかという観点、これには知財も絡みます、そして個人情報保護などの軸を考

えること、次はオープンデータ、研究データあるいはガバメントデータなどがオーバーラップ

して議論されるので、データの扱いを考える際にこれらの視点で分け、また分野ごとの特性が

極めて多様ですので、その点も考慮しながらアダプティブに進める議論ができればいいと思っ

ています。 

 以上です。 

 

【江崎座長】 

 ほかにありますか。 

 

【三輪委員】 

 すみません、お時間ない中恐縮でございます。 

 本サブワーキングに関する御要望事項としてありますが、それを簡単に御説明したいと思い

ますが、データ連携基盤できる時は、皆さん御案内のとおり、各分野のデータ基盤が早急に出

来上がっていかないと意味がないということで、やはりサブワーキングで各分野のデータ基盤

の立上げを支援するなり、若しくは何かしら助言できるような機能というのがやはり重要なの

ではないのかなというふうに思っておるところでございます。 

 各分野で同じようなことを悩んでいたり、同じような苦労をしていたり、若しくは各分野の

データの裾野が広がっている中で、取り組み内容の裾野の部分はかなりかぶっているので、公

費の活用という意味でも重複があるなというふうに個人的に感じております。その観点、３つ

是非御検討をいただきたいのが、ベストプラクティスであったり課題について、各分野ごとに

出てきたものを例えばこのサブワーキングの中で情報共有できるような機能があればいいなと

いうところと、あと先ほどから、例えば小池委員の方で御指摘いただいたカタログであったり、

若しくはそれが向こう５か年とかでロードマップ化されていたりすると、同じような研究開発

を複数の分野でやることがなくなる。若しくはこのデータはいつごろから使えそうだから、そ

こを前提にして例えば農業の基盤をつくろうとか、防災の基盤をつくろうみたいなことができ

るのかなというのと、あと最後はサブワーキングが短期間で終了した後も、そのような機能を

何か継続できるような器なり組織などがあれば、より我々現場側（がわ）からするとやりやす
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いのかなというふうに、非常に極めて個人的なことで恐縮でございますが、感じた次第でござ

います。 

 以上です。 

 

【江崎座長】 

 特に最後のところはサステイナブルにするというような組織が必要だろうというお話につな

がります。 

 

【花谷委員】 

 ＮＴＴデータの花谷です。 

 １つ観点としてあったのが、今まで御説明いただいたもの、出てきたデータがもう既にあっ

て、それが流通するという基盤側（がわ）のお話だと思うんですけれども、私ども現場の企業

の皆さんとお話をしていると、まずデータを出すというところに非常に皆さん、時間がかかっ

たりお金がかかったりします。 

 ある企業体の中でグループの中でデータ共有したいというだけでも、全体で億の単位でデー

タ整備にお金がかかるということが試算として出ました。なので、出てくるのにこしたことは

ないんですけれども、出すというところに何か支援をしてあげないと、その部分なかなか難し

いかなというふうに感じました。 

 それからもう一つ、出ていったデータに対する責任のところも気にされる方が非常に多くて、

出してしまったデータに対して後で何かクレームが来た時に、それはどこまで自分たちが責任

を持たなきゃいけないのかと。当然基盤ですので、二次利用、三次利用されることが想定され

るんですけれども、そうした中で、自社が出したデータをどこまで責任持たなきゃいけないの

かと。そうすると、その責任がずっと追っかけられるんだと、やっぱり出すのをやめようとい

うメンタリティになってしまうので、そのあたり、出てきた後は結構動かしやすいんですけれ

ども、出てくるまでを何とかしないといけないというところに１つの問題意識というか、企業

側（がわ）の現場からはよくお声を頂きますので、その点もひとつ御検討いただけると有り難

いかなと思いました。 

 ありがとうございます。 

 

【江崎座長】 
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 あと出ていなかった問題としては、経験として、統合しようとすると、考えていないとすご

い大変なお金と時間のロスとビジネスオポチュニティをなくしているというのの事実として書

けるとすごくいいですよね。だからやんなきゃいけないというような。実務ベースで多分言え

るとすごく効果的ですよね。是非御協力の方お願いします。 

 ほかございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、今日頂いておりました時間になりましたので、本日の議論は終了させていただけ

ればと存じます。更に追加の御意見等ございましたら、事務局の方にお伝えいただければ、次

回の議論に反映させていただけることになっていますので、積極的に事務局の方に御意見いた

だければというふうに思います。 

 それでは、第１回のデータ連携基盤サブワーキンググループは以上となります。 

 最後に、事務局の方から御連絡をお願いします。 

 

【新田参事官】 

 事務連絡でございます。 

 本日は、闊達な御議論をありがとうございました。 

 本日の御議論につきましては、簡潔に概要をまとめた上で、明後日開催されますこの上の重

要課題ワーキンググループの方に報告させていただく予定でございます。 

 また、次回の会合につきましては、第２回ですけれども、３月上旬を予定してございまして、

別途事務局から日程調整の御連絡をさせていただく予定でございますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

 

【江崎座長】 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 

－了－ 


